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オ
ス
マ
ン
朝
下
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
食
料
・
物
資
供
給
に
関
す
る
一
考
察

│
│
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
の
皮
革
・
果
物
・
花
卉
の
供
給
を
中
心
に
│
│

藤

木

健

二

一

は
じ
め
に

オ
ス
マ
ン
朝
下
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
へ
の
食
料
・
物
資
供
給
は
、
帝

国
内
の
供
給
や
流
通
を
最
優
先
す
る
政
府
の
統
治
の
あ
り
方
を
理

解
す
る
上
で
不
可
欠
な
問
題
と
し
て
研
究
者
の
関
心
を
集
め
て
き

た
。
そ
の
研
究
は
、
基
礎
食
料
で
あ
る
小
麦
や
食
肉
の
供
給
と
そ

れ
に
関
す
る
財
政
や
税
制
の
実
態
解
明
を
中
心
に
進
め
ら
れ
、
近

年
、
着
実
に
成
果
を
あ
げ
て
い
る
（
１
）
。
今
後
の
課
題
は
、
先
行
研
究

の
蓄
積
を
踏
ま
え
て
小
麦
・
食
肉
供
給
の
理
解
を
深
め
つ
つ
、
こ

れ
ま
で
軽
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
他
の
供
給
に
つ
い
て
も
検
証

し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
か
で
も
、
一
部
の
食
料
・
物
資
が

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
や
そ
の
周
辺
で
自
給
的
に
生
産
さ
れ
た
と
い
う
事

実
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
小
麦
や
食
肉
が
重
視
さ
れ
、
地
方
か

ら
の
供
給
が
強
調
さ
れ
た
結
果
、
そ
の
重
要
性
に
も
拘
ら
ず
看
過

さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
市
外
区
（
ア
ジ

ア
側
の
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ルÜ

sküdar

（
２
）
、
金
角
湾
以
北
の
ガ
ラ
タG

a-

lata

、
市
壁
以
西
の
エ
ユ
プE

yüp

か
ら
成
る
周
辺
地
区
）
に
関

す
る
史
料
を
み
る
と
、
そ
こ
で
は
市
内
区
（
マ
ル
マ
ラ
海
、
ボ
ス

ポ
ラ
ス
海
峡
、
金
角
湾
、
市
壁
に
囲
ま
れ
た
中
心
地
区
）
に
隣
接

す
る
地
の
利
を
活
か
し
、
生
鮮
食
品
や
花
卉
と
い
っ
た
主
に
鮮
度

の
問
わ
れ
る
品
物
が
生
産
さ
れ
、
市
内
区
に
供
給
さ
れ
た
こ
と
を

示
す
事
例
が
散
見
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
市
外
区
の
こ
う
し
た
生

産
活
動
が
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
食
料
・
物
資
供
給
に
一
定
の
役
割
を

果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
実
態
は
殆
ど
明
ら
か
に
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

市
外
区
が
、
地
方
か
ら
供
給
さ
れ
た
食
料
・
物
資
の
消
費
地
で

あ
る
と
同
時
に
、
市
内
区
向
け
の
生
産
・
供
給
も
行
う
と
い
う
二

面
性
を
持
つ
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
そ
の
開
発
と
発
展
を
め
ぐ
る

研
究
ノ
ー
ト

オ
ス
マ
ン
朝
下
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
食
料
・
物
資
供
給
に
関
す
る
一
考
察

一
七
三
（
一
七
三
）



歴
史
的
展
開
が
あ
っ
た
。
治
安
の
比
較
的
安
定
し
た
イ
ス
タ
ン
ブ

ル
で
は
、
市
内
区
だ
け
で
な
く
市
外
区
で
の
定
住
も
早
い
段
階
か

ら
進
ん
だ
が
、
金
角
湾
や
ボ
ス
ポ
ラ
ス
海
峡
に
お
け
る
渡
し
船
に

よ
る
海
上
交
通
が
発
達
し
た
た
め
、
市
外
区
の
定
住
化
は
主
に
沿

岸
部
で
進
行
し
、
内
陸
部
で
は
僅
か
に
村
落
が
形
成
さ
れ
る
に
留

ま
っ
た
。
例
え
ば
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
で
は
、
一
五
世
紀
後
半
に
ア
ナ

ト
リ
ア
か
ら
多
数
の
移
住
者
が
定
住
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
沿
岸

部
の
ル
ー
ム
・
メ
フ
メ
ト
・
パ
シ
ャ
・
モ
ス
クR

um
M
ehm

ed

Pa

�aC
am

ii

を
中
心
と
す
る
地
区
に
お
い
て
都
市
化
が
進
み
、

以
後
、
こ
の
地
区
は
ア
ナ
ト
リ
ア
か
ら
の
隊
商
の
終
着
地
と
し
て

独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
。
一
六
世
紀
末
ま
で
に
都
市
部
は
古
ヴ
ァ

ー
リ
デ
・
モ
ス
クA

tik
V
alide

C
am

ii

や
ド
ア
ン
ジ
ュ
ラ
ル
・

モ
ス
クD

o

�ancılar
C
am

ii

の
辺
り
に
ま
で
拡
大
し
、
人
口
は

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
全
体
の
一
〇
分
の
一
に
相
当
す
る
四
―
五
万
に
達

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
一
七
世
紀
以
降
、
都
市
部
の

拡
大
は
殆
ど
み
ら
れ
ず
、
一
八
世
紀
末
の
セ
リ
ム
三
世
の
治
世
に

行
わ
れ
た
南
部
の
ハ
レ
ムH

arem

地
区
の
開
発
も
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
（
３
）
。
こ
う
し
た
定
住
化
・
都
市
化
の
結

果
、
市
外
区
で
は
、
温
存
さ
れ
た
後
背
地
で
生
産
し
た
食
料
・
物

資
を
沿
岸
部
の
都
市
に
集
積
し
、
海
上
輸
送
に
よ
っ
て
市
内
区
に

供
給
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
以
上
を
踏
ま
え
、
一
八
世
紀
の
史
料
に
お
い
て
ウ
ス

キ
ュ
ダ
ル
か
ら
市
内
区
へ
の
供
給
が
観
察
さ
れ
る
皮
革
、
果
物
、

花
卉
を
取
り
上
げ
、
そ
の
供
給
・
販
売
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
つ

つ
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
市
外
区
か
ら
市
内
区
へ
の
食
料
・

物
資
供
給
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
か
ら
市
内
区

に
供
給
さ
れ
た
食
料
・
物
資
の
品
目
構
成
や
数
量
な
ど
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
保
存
性
の
低
い
品
物
に
着
目
す
る
こ
と
で
、

消
費
地
に
近
い
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
の
特
徴
を
よ
り
鮮
明
に
映
し
出
す

こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
主
な
史
料
と
し
て
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム

法
廷
の
あ
ら
ゆ
る
業
務
を
記
録
し
た
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
・
イ
ス
ラ
ー

ム
法
廷
台
帳
（
４
）
を
使
用
す
る
。
通
常
、
こ
の
法
廷
で
は
市
内
区
に
関

す
る
事
柄
を
扱
う
が
、
食
料
・
物
資
供
給
な
ど
の
都
市
行
政
・
機

能
に
重
要
な
問
題
に
限
り
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
全
域
を
管
轄
し
た
（
５
）
。
そ

の
た
め
、
同
法
廷
台
帳
に
記
さ
れ
た
市
外
区
か
ら
市
内
区
へ
の
供

給
に
関
す
る
事
例
に
は
、
消
費
地
側
だ
け
で
な
く
供
給
地
側
の
訴

え
や
証
言
、
陳
述
も
し
ば
し
ば
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
記

述
か
ら
両
者
の
実
態
を
一
度
に
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
も

少
な
く
な
い
。
一
般
に
食
料
・
物
資
供
給
の
研
究
で
は
、
供
給
地

と
消
費
地
に
つ
い
て
別
個
の
史
料
を
調
査
・
分
析
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
が
時
と
し
て
実
態
解
明
を
困
難
に
す

史

学

第
七
九
巻

第
一
・
二
号

一
七
四
（
一
七
四
）



る
要
因
と
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
同
法
廷
台
帳
は
重
要
な
史
料

的
特
徴
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
抽
出
し
た
事
例

を
可
能
な
限
り
紹
介
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
事
例
を
読
み
解

く
上
で
必
要
な
事
項
や
、
そ
こ
か
ら
浮
上
す
る
問
題
点
に
つ
い
て

整
理
・
確
認
し
つ
つ
考
察
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

二

皮
革
の
供
給
―
皮
鞣
工（
サ
ー
ル
ジ
ュ
）と
荷
担
ぎ
の
紛
争

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
皮
鞣
業
は
、
羊
や
牛
や
山
羊
の
皮
を

鞣
す
デ
ッ
バ
ー
（debbâ

�
（
６
）
）
と
、
馬
や
ラ
バ
や
ロ
バ
の
皮
を
鞣

す
サ
ー
ル
ジ
ュ
（sa

�rıcı

）
と
呼
ば
れ
る
皮
鞣
工
に
よ
っ
て
営
ま

れ
た
。
従
来
の
研
究
で
後
者
が
着
目
さ
れ
た
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ

た
が
、
少
な
く
と
も
一
五
〇
一
年
付
の
市
場
監
督
法
令
集
に
遡
っ

て
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
（
７
）
、
活
動
の
実
態
を
史
料
か

ら
追
う
こ
と
も
あ
る
程
度
は
可
能
で
あ
る
。

エ
ヴ
リ
ヤ
・
チ
ェ
レ
ビ
ーE

vliya
Ç
elebi

（
一
六
一
一
―
一
六

八
二
頃
）
の
『
旅
行
記
』
に
記
さ
れ
た
一
七
世
紀
前
半
の
記
録
に

よ
る
と
、
サ
ー
ル
ジ
ュ
の
同
職
組
合
は
ウ
ン
カ
パ
ヌU

nkapanı

地
区
の
一
画
で
働
く
約
一
〇
〇
人
の
職
人
か
ら
成
り
（
８
）
、
古
く
か
ら

デ
ッ
バ
ー
組
合
に
従
う
下
位
組
合
（yam

ak （
９
）
）
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
『
旅
行
記
』
の
題
材
で
も
あ
る
祝
祭
の
行
列
を
め
ぐ
っ

て
両
者
の
間
で
深
刻
な
紛
争
が
起
こ
り
、
サ
ー
ル
ジ
ュ
組
合
は
刀

鍛
冶
（kılıççı

）
組
合
に
従
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
（
１０
）
。
ま
た
一

八
世
紀
の
法
廷
記
録
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
依
然
と
し
て
ウ
ン
カ
パ

ヌ
地
区
に
工
房
を
持
ち
、
役
員
を
含
め
て
す
べ
て
ム
ス
リ
ム
で
あ

っ
た
（
１１
）
。
彼
ら
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
一
七
九
三
年
付
の
法
廷
記
録

に
「
ク
リ
ミ
ア
半
島
や
ド
ナ
ウ
川
沿
岸
か
ら
、
或
い
は
少
な
く
と

も
黒
海
方
面
か
ら
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
運
ば
れ
る
馬
、
ラ
バ
、
ロ
バ

の
皮
は
、
運
ん
で
き
た
商
人
か
ら
﹇
サ
ー
ル
ジ
ュ
が
購
入
し
﹈、

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
死
亡
し
た
動
物
の
皮
（
１２
）
も
ま
た
サ
ー
ル
ジ
ュ
が
購

入
す
る
。
必
要
な
洗
浄
、
な
め
し
、
磨
き
を
サ
ー
ル
ジ
ュ
が
行
っ

た
後
、﹇
な
め
し
た
革
を
﹈
必
要
と
す
る
刀
鍛
冶
、
刀
剣
の
鞘
工

（kıncı

）、
時

計

工
（sâ‘atçı

）、
靴

工
（pâpû

�çu

）、
鞭

工

（kam
çıcı

）、
鞍
枠
工
（kaltakçı

）、
ふ
る
い
工
（kalburcu

）
や

﹇
革
を
﹈
用
い
る
他
の
商
工
民
に
適
正
価
格
で
販
売
す
る
（
１３
）
」
と
あ

る
。現

時
点
で
は
具
体
的
な
供
給
地
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
少
な
く

と
も
こ
の
史
料
か
ら
、
サ
ー
ル
ジ
ュ
の
材
料
に
は
黒
海
方
面
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
皮
の
ほ
か
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
と
そ
の
周
辺
で
死
亡

し
た
動
物
の
皮
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
の
皮
も

乗
用
・
駄
用
で
あ
っ
た
家
畜
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
、

そ
う
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
商
人
が
仲
介
し
て
も
供
給
は
不
安
定
と

な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
デ
ッ
バ
ー
は

オ
ス
マ
ン
朝
下
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
食
料
・
物
資
供
給
に
関
す
る
一
考
察

一
七
五
（
一
七
五
）



主
に
市
壁
の
外
で
屠
畜
さ
れ
た
食
肉
用
の
羊
や
牛
か
ら
材
料
の
皮

を
得
て
お
り
、
一
年
を
通
じ
て
比
較
的
安
定
し
た
材
料
の
仕
入
れ

が
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
主
要
な
工
房
は
現
在
の
カ
ズ
ル
チ
ェ

シ
ュ
メK

azlıçe

�me

地
区
に
あ
り
、
鞣
し
た
革
は
靴
工
や
馬
具

工
（saraç
）
が
購
入
し
た
（
１４
）
。
つ
ま
り
サ
ー
ル
ジ
ュ
は
、
工
房
の

場
所
、
鞣
す
皮
の
種
類
や
そ
の
仕
入
れ
方
法
、
鞣
し
た
革
の
用
途

や
販
路
の
い
ず
れ
の
点
で
も
デ
ッ
バ
ー
と
は
異
な
る
独
自
の
性
格

を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
同
職
組
合
と
同
様
に
、
サ
ー
ル
ジ
ュ
組
合
に
と
っ
て

も
部
外
者
か
ら
自
身
の
権
利
や
利
益
を
守
る
こ
と
が
重
要
な
課
題

の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
中
小
規
模
の
組
合
で
あ
り
な
が

ら
も
独
自
の
仕
入
れ
手
段
や
販
路
を
持
つ
サ
ー
ル
ジ
ュ
は
、
部
外

者
の
格
好
の
標
的
に
な
り
得
る
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
事

実
、
一
八
世
紀
後
半
に
デ
ッ
バ
ー
や
馬
具
工
に
よ
っ
て
仕
入
れ
の

権
利
を
脅
か
さ
れ
、
法
廷
で
保
護
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
（
１５
）。
こ
う
し
た
部
外
者
と
の
紛
争
の
う
ち
、
本
稿
の
主
題
と
の
関

連
で
重
要
な
の
は
以
下
の
事
例
で
あ
る
。
一
七
七
四
年
、
長
い
棒

に
荷
を
つ
る
し
て
複
数
人
で
担
ぐ
荷
担
ぎ
（sırık

ham
m
âlı

）
の

う
ち
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
で
働
く
者
た
ち
に
対
し
て
、
サ
ー
ル
ジ
ュ
の

組
合
長（kethüdâ

）で
あ
る
ア
ブ
デ
ュ
ル
ケ
リ
ー
ムA

bdülkerim

と
組
合
長
補
佐
（yi

�itba

�ı

）
で
あ
る
ム
ス
タ
フ
ァM

ustafa

と

一
〇
人
の
年
長
者
（ihtiyâr

）
が
以
下
の
よ
う
な
訴
訟
を
行
っ
た
。

「
荷
担
ぎ
は
、﹇
勅
令
や
証
書
に
﹈
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
や
そ
の
周
辺
で
死
ん
だ
前
述
の
動
物
の
皮
を
、

﹇
一
枚
当
た
り
﹈
皮
代
一
四
パ
ラ
（para

）、
輸
送
代
二
パ
ラ

で
我
々
に
販
売
し
、
処
置
を
施
し
た
後
、
我
々
か
ら
も
﹇
革

を
﹈
用
い
る
商
工
民
が
購
入
し
て
き
た
。
従
来
の
規
約
は
こ

の
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
適
用
さ
れ
、
違
反
す
る

行
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
﹇
荷
担
ぎ
で

あ
る
﹈
前
述
の
ア
リ
ーA

li

と
別
の
ア
リ
ーA

li

、
さ
ら
に

そ
の
同
僚
（refîk

）
で
法
廷
に
は
不
在
の
オ
メ
ルÖ

m
er

と

オ
ス
マ
ンO

sm
an

と
い
う
者
た
ち
が
、
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
で

我
々
に
固
有
の
前
述
の
動
物
の
遺
骸
か
ら
皮
を
剥
ぎ
と
り
、

密
か
に
他
者
に
販
売
す
る
こ
と
で
我
々
の
規
約
を
混
乱
に
陥

れ
て
お
り
、
政
府
に
奉
仕
す
る
事
柄
が
で
き
な
く
な
っ
て
い

る
」
と
言
っ
て
不
平
を
申
し
立
て
た
。
す
る
と
彼
ら
（
訴
え

ら
れ
た
荷
担
ぎ
）
も
ま
た
前
述
の
事
柄
（
皮
の
仕
入
れ
規

約
）
が
﹇
勅
令
や
証
書
に
﹈
書
か
れ
た
と
お
り
で
あ
る
こ
と

を
認
め
、
今
後
は
そ
れ
ら
の
皮
を
取
っ
て
他
者
に
販
売
す
る

こ
と
で
従
来
の
規
約
を
乱
す
よ
う
な
活
動
は
し
な
い
こ
と
、

ま
た
従
来
の
価
格
で
前
述
の
サ
ー
ル
ジ
ュ
に
販
売
す
る
こ
と

史
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を
約
束
し
、
各
々
が
互
い
に
保
証
人
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、

ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
の
棒
を
用
い
る
荷
担
ぎ
の
組
合
長
で
あ
る
ヒ

ュ
セ
イ
ンH

üseyin
bin

M
ehm

ed

は
、
前
述
の
者
た
ち
の

身
元
を
保
証
す
る
と
と
も
に
、
必
要
の
際
は
法
廷
に
出
頭
さ

せ
る
こ
と
を
保
証
し
た
。
ま
た
彼
に
対
し
て
も
、
市
内
区
の

荷
担
ぎ
の
総
組
合
長
代
理
（ba

�kethüdä
vekîli

）
で
あ

る
メ
フ
メ
トB

ayezid-o

�lu
M
ehm

ed

、
イ
ス
タ
ン
ブ

・

・

ル
・
ア
ー
埠
頭IstanbulA

�asıIskelesi

の
組
合
長
メ
フ

メ
トM

ehm
ed

、
ア
ー
フ
ー
ル
門A

hur
K
apısı

の
組
合
長

エ
ブ
ー
ベ
キ
ルE

bubekir
、
チ
ャ
ト
ラ
ド
ゥ
門Ç

atladı

K
apısı

の
組
合
長
ス
レ
イ
マ
ンSüleym

an

、
ジ
バ
リ
門

C
ibaliK

apısı

の
組
合
長
セ
イ
イ
ド
・
ハ
サ
ンes-Seyyid

H
asan

、
ア
ヤ
ズ
マ
門A

yazm
a
K
apısı

の
組
合
長
セ
イ
イ

ド
・
ユ
ー
ス
フes-Seyyid

Y
usuf

、
デ
フ
テ
ル
ダ
ー
ル
埠

頭
の
組
合
長
ハ
サ
ンH

asan

、
エ
デ
ィ
ル
ネ
門E

dirne

K
apısı

の
組
合
長
セ
イ
イ
ド
・
ヒ
ュ
セ
イ
ンes-Seyyid

H
üseyin

と
い
う
者
た
ち
が
互
い
に
保
証
人
に
な
っ
た
う
え

で
保
証
し
た
（
１６
）
。

こ
の
事
例
で
着
目
す
べ
き
問
題
と
し
て
、
第
一
に
、
ウ
ス
キ
ュ

ダ
ル
の
荷
担
ぎ
が
本
業
で
あ
る
運
搬
業
の
ほ
か
に
サ
ー
ル
ジ
ュ
へ

の
材
料
供
給
に
も
従
事
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
荷

担
ぎ
の
活
動
は
管
見
の
限
り
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

が
、
荷
担
ぎ
の
新
た
な
一
面
だ
け
で
な
く
、
商
工
民
の
副
業
の
存

在
を
も
明
瞭
に
示
す
数
少
な
い
事
例
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
言

え
よ
う
。

第
二
に
、
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
の
荷
担
ぎ
組
合
長
が
被
告
を
保
証
し

た
こ
と
に
加
え
、
市
内
区
の
総
組
合
長
代
理
や
各
地
区
の
組
合
長

が
前
者
の
保
証
人
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
同
職
組
合
の

権
利
を
め
ぐ
る
不
正
や
紛
争
の
調
停
で
は
、
一
般
に
組
合
長
が
被

告
で
あ
る
組
合
員
の
保
証
人
と
な
る
が
、
被
告
の
保
証
人
に
対
し

て
さ
ら
に
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
は
稀
と
思
わ
れ
る
。
サ
ー
ル
ジ

ュ
の
皮
鞣
業
が
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
産
業
の
な
か
で
際
立
っ
て
重
要
だ

っ
た
と
は
考
え
難
い
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
厳
重
な
保
証
人
設
定

に
は
サ
ー
ル
ジ
ュ
の
権
利
保
護
の
重
要
性
よ
り
も
、
荷
担
ぎ
に
対

す
る
政
府
や
裁
判
官
の
見
方
（
１７
）
が
強
く
反
映
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

最
後
に
、
誰
が
荷
担
ぎ
か
ら
皮
を
不
正
に
買
い
取
っ
た
の
か
と

い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
買
い
手
に
関
し
て
先
述
の
史
料
に
は
、

荷
担
ぎ
が
皮
を
「
密
か
に
他
者
に
販
売
す
る
」
と
だ
け
記
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
以
上
の
説
明
は
な
い
。
し
か
し
、
皮
鞣
に
必
要
な
技

術
を
持
つ
者
は
サ
ー
ル
ジ
ュ
と
デ
ッ
バ
ー
以
外
に
は
考
え
難
く
、

オ
ス
マ
ン
朝
下
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
食
料
・
物
資
供
給
に
関
す
る
一
考
察

一
七
七
（
一
七
七
）



後
者
は
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
を
含
む
各
地
に
も
工
房
を
持
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
（
１８
）
、
デ
ッ
バ
ー
が
荷
担
ぎ
か
ら
不
当
に
皮
を
仕
入
れ
た
と
見

る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
デ
ッ
バ
ー
の
関
与
が
事
実

で
あ
れ
ば
、
先
に
触
れ
た
サ
ー
ル
ジ
ュ
と
デ
ッ
バ
ー
の
紛
争
と
同

様
に
、
こ
の
紛
争
の
背
景
に
も
サ
ー
ル
ジ
ュ
か
ら
材
料
を
奪
う
こ

と
で
利
益
拡
大
を
図
る
デ
ッ
バ
ー
の
目
論
み
が
あ
っ
た
と
み
る
こ

と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

三

果
物
の
供
給
―
関
税
徴
収
と
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職

フ
ラ
ン
ス
政
府
の
使
節
で
あ
る
Ｇ
・
Ａ
・
オ
リ
ヴ
ィ
エO

livier

（
一
七
五
六
―
一
八
一
四
）
は
自
身
の
旅
行
記
の
な
か
で
、
一
八

世
紀
末
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
食
さ
れ
た
果
物
に
つ
い
て
、
そ
の
種

類
や
生
産
地
の
多
様
性
だ
け
で
な
く
、
品
質
や
食
べ
方
に
至
る
ま

で
興
味
深
い
事
実
を
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

サ
ク
ラ
ン
ボ
、
プ
ラ
ム
、
梨
、
リ
ン
ゴ
の
多
く
は
海
沿
い
の

地
域
か
ら
、
栗
、
ヘ
ー
ゼ
ル
ナ
ッ
ツ
、
ク
ル
ミ
は
黒
海
南
部

の
地
域
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
。
ア
ン
ズ
、
桃
、
葡
萄
、
イ
チ

ジ
ク
、
メ
ロ
ン
、
ス
イ
カ
、
茄
子
や
そ
の
他
の
様
々
な
野
菜

や
果
物
は
マ
ル
マ
ラ
海
沿
岸
や
黒
海
の
南
部
・
西
部
地
域
で

栽
培
さ
れ
る
。
キ
オ
ス
島
か
ら
は
レ
モ
ン
、
オ
レ
ン
ジ
、
ザ

ク
ロ
、
プ
ラ
ム
の
ほ
か
、
バ
ラ
水
や
様
々
な
花
の
香
水
が
イ

ス
タ
ン
ブ
ル
に
運
ば
れ
る
。
ト
ル
コ
人
は
す
ば
ら
し
い
香
り

に
目
が
な
い
の
で
あ
る
。
最
も
良
質
な
イ
チ
ジ
ク
は
ア
ナ
ト

リ
ア
で
栽
培
さ
れ
る
。
プ
リ
ン
セ
ス
諸
島
で
と
れ
る
も
の
は

大
し
て
出
来
が
良
い
と
は
言
え
な
い
。
干
し
葡
萄
は
イ
ズ
ミ

ル
と
そ
の
周
辺
で
栽
培
さ
れ
る
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
と
そ
の
周

辺
で
栽
培
さ
れ
る
「
マ
メ
ガ
キ
（diospiros

lotus

）」
と
い

う
果
物
と
、cerosonte

（
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
一
種
か
？
）
は

そ
の
ま
ま
で
食
べ
る
。
ま
た
ト
ル
コ
人
が
大
好
き
な
ジ
ャ
ム

も
こ
の
果
物
を
用
い
て
つ
く
ら
れ
る
。
私
も
試
し
て
み
た
が
、

さ
ほ
ど
美
味
し
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
（
１９
）
。

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
は
様
々
な
果
物
が
一
年
を
通
じ
て
各
地
か
ら

供
給
さ
れ
、
肉
よ
り
も
安
価
に
手
に
入
る
貴
重
な
栄
養
源
と
し
て

消
費
さ
れ
た
（
２０
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
果
物
供

給
を
め
ぐ
る
研
究
の
重
要
性
を
認
識
し
得
る
が
、
従
来
の
研
究
で

は
果
物
の
種
類
や
生
産
地
に
一
定
の
関
心
が
払
わ
れ
た
も
の
の
（
２１
）
、

生
産
・
流
通
・
販
売
と
い
っ
た
供
給
の
実
態
に
つ
い
て
は
殆
ど
検

討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
ウ
ス

キ
ュ
ダ
ル
か
ら
市
内
区
へ
の
果
物
供
給
の
実
態
に
つ
い
て
、
関
連

す
る
関
税
の
徴
収
や
監
督
職
の
役
割
を
中
心
に
検
討
し
て
ゆ
き
た

史
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い
（
２２
）。イ

ス
タ
ン
ブ
ル
征
服
か
ら
暫
く
の
間
、
市
内
区
に
海
路
で
運
ば

れ
た
あ
ら
ゆ
る
食
料
・
物
資
は
ズ
ィ
ン
ダ
ン
門Zindan

K
apısı

・

に
近
い
イ
ェ
ミ
シ
ュ
埠
頭Y

em
i

�Iskelesi

で
船
か
ら
荷
揚
げ
さ

れ
た
（
２３
）
。
し
か
し
そ
の
後
、
供
給
さ
れ
る
食
料
・
物
資
の
増
加
と
多

様
化
に
伴
い
、
徴
税
業
務
や
商
品
の
流
通
を
円
滑
化
す
る
目
的
で
、

新
た
な
埠
頭
の
開
設
と
各
埠
頭
で
荷
揚
げ
さ
れ
る
品
目
の
専
門
化

が
進
め
ら
れ
た
（
２４
）
。
こ
う
し
た
過
程
で
イ
ェ
ミ
シ
ュ
埠
頭
以
外
で
の

果
物
や
野
菜
の
揚
陸
は
禁
止
さ
れ
（
２５
）
、
少
な
く
と
も
一
七
世
紀
後
半

ま
で
に
、
陸
揚
げ
し
た
果
物
や
野
菜
は
埠
頭
付
近
の
セ
ブ
ゼ
ハ
ー

ネ
（sebzehâne （
２６
）
）
と
呼
ば
れ
る
青
果
卸
売
市
場
に
搬
入
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
（
２７
）
。
一
八
世
紀
の
果
物
の
搬
入
に
関
し
て
は
、
イ
ェ

ミ
シ
ュ
埠
頭
で
荷
揚
げ
さ
れ
、
そ
の
近
く
に
あ
る
セ
ブ
ゼ
ハ
ー
ネ

で
計
量
と
徴
税
が
行
わ
れ
た
後
、
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
（pazar-

ba

�ı

）
と
呼
ば
れ
る
役
人
の
監
督
下
で
販
売
業
者
に
分
配
さ
れ
る

と
い
う
規
定
が
幾
つ
か
の
法
廷
記
録
か
ら
見
出
さ
れ
る
（
２８
）
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
少
な
く
と
も
イ
ェ
ミ
シ
ュ
埠
頭
で
の
荷
揚
げ
と
セ
ブ
ゼ

ハ
ー
ネ
へ
の
搬
入
に
つ
い
て
は
、
概
ね
一
七
世
紀
後
半
か
ら
継
続

し
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
に
お
け
る
主
な
市
内
区
向
け
の
果
物
産
地
は
、

一
八
世
紀
の
法
廷
記
録
を
見
る
限
り
、
ト
ゥ
ズ
ラT

uzla

、
ダ
ル

ジ
ャD

arıca

、
ゲ
ク
ボ
ザG

ekboza

（
現
在
の
ゲ
ブ
ゼG

ebze

）、

タ
ヴ
シ
ャ
ン
ジ
ルT

av

�ancıl

、
ヘ
レ
ケH

ereke

と
い
っ
た
イ

・

ズ
ミ
ッ
ト
湾Izm

it
K
örfezi

の
北
岸
地
域
で
あ
っ
た
（
２９
）
。
そ
の
果

物
が
市
内
区
に
運
ば
れ
た
際
に
は
内
国
関
税
（iç

güm
rük

/

dâhilîgüm
rük

）
が
賦
課
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
関
し
て
一
七
七

六
年
付
の
法
廷
記
録
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
ゲ
ク
ボ
ザ

に
あ
る
果
樹
園
で
栽
培
さ
れ
た
各
種
の
サ
ク
ラ
ン
ボ
（kiras

/
fi

�ne

）、
葡
萄
（üzüm

）、
梨
（erm

ûd

）
な
ど
の
果
物
を
販
売
用

と
し
て
市
内
区
に
搬
入
す
る
際
、
果
物
関
税
の
徴
税
官
た
ち

（m
eyve

güm
rükçüleri

）
が
八
―
一
〇
パ
ラ
の
関
税
を
強
要
し

た
た
め
、
同
区
の
住
民
が
こ
の
不
正
行
為
の
禁
止
を
法
廷
に
訴
え

た
。
こ
れ
を
受
け
て
関
係
資
料
の
調
査
が
行
わ
れ
た
結
果
、
市
内

区
に
果
物
を
運
ぶ
ム
ス
リ
ム
か
ら
は
三
％
の
関
税
と
一
％
の
食
肉

負
担
税
（zarar-ıkassâbiyye

）
の
計
四
％
を
、
非
ム
ス
リ
ム
か

ら
は
四
％
の
関
税
と
一
％
の
食
肉
負
担
税
の
計
五
％
を
徴
収
す
る

こ
と
が
、
果
物
関
税
の
ム
カ
ー
タ
ー
（m

eyve-iter
güm

rü

�ü
m
ukāta‘ası

）
（
３０
）
に
関
す
る
徴
税
請
負
条
件
（
�art-ıiltizâm

）
と
し

て
以
前
よ
り
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
関
す
る
勅
令
が
一
七
六

五
年
に
発
布
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
判
明
し
た
た
め
、
再
び
前
記

の
規
定
に
従
う
旨
の
勅
令
が
発
布
さ
れ
た
（
３１
）
。

こ
の
関
税
規
定
の
評
価
・
解
釈
に
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
下
の
内
国

オ
ス
マ
ン
朝
下
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
食
料
・
物
資
供
給
に
関
す
る
一
考
察

一
七
九
（
一
七
九
）



関
税
制
度
の
概
要
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
内
国
関

税
は
原
則
と
し
て
、
あ
る
物
品
が
、
中
心
の
大
都
市
と
周
辺
の
小

都
市
や
村
落
か
ら
成
る
一
定
の
関
税
圏
内
に
そ
の
外
部
か
ら
運
ば

れ
た
際
、
圏
内
で
消
費
さ
れ
る
も
の
に
限
っ
て
賦
課
さ
れ
た
。
圏

内
で
消
費
さ
れ
ず
に
再
び
外
部
に
輸
送
さ
れ
る
場
合
や
、
同
一
圏

内
の
流
通
に
つ
い
て
は
課
税
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
税
率

は
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
が
、
一
六
世
紀
以
降
、
多
く

の
地
域
で
は
ム
ス
リ
ム
に
三
％
、
非
ム
ス
リ
ム
に
は
オ
ス
マ
ン
朝

臣
民
で
あ
れ
ば
四
％
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
五
％
が
課
税
さ
れ
、
そ

れ
ら
は
請
負
制
に
基
づ
い
て
徴
税
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
六
世
紀
末

に
常
備
軍
の
食
肉
購
入
費
を
補
助
す
る
目
的
で
食
肉
負
担
税
が
導

入
さ
れ
、
次
第
に
あ
ら
ゆ
る
物
品
に
対
し
て
内
国
関
税
に
一
％
を

上
乗
せ
す
る
形
で
賦
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
３２
）
。

ゲ
ク
ボ
ザ
以
外
の
イ
ズ
ミ
ッ
ト
湾
北
岸
地
域
か
ら
の
果
物
輸
送

に
も
同
様
の
関
税
規
定
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
別
の
法
廷
記
録

か
ら
確
認
さ
れ
る
（
３３
）
。
し
た
が
っ
て
以
上
の
こ
と
か
ら
、
市
内
区
に

近
い
イ
ズ
ミ
ッ
ト
湾
北
岸
地
域
は
重
要
な
果
物
供
給
地
と
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
れ
で
も
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
関
税
圏
に
含
ま
れ
ず
、
市
内

区
へ
の
果
物
供
給
に
は
関
税
が
賦
課
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
税

率
は
食
肉
負
担
税
も
含
め
て
標
準
的
な
規
定
ど
お
り
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

果
物
関
税
を
め
ぐ
る
徴
税
官
の
不
正
行
為
は
他
の
史
料
か
ら
も

観
察
さ
れ
る
。
一
八
世
紀
後
半
の
法
廷
記
録
に
よ
れ
ば
、
あ
る
徴

税
官
は
四
〇
―
五
〇
パ
ラ
相
当
の
果
物
が
入
っ
た
籠
ひ
と
つ
に
つ

き
五
―
六
パ
ラ
を
不
当
に
課
税
し
（
３４
）
、
ま
た
別
の
徴
税
官
は
イ
ェ
ミ

シ
ュ
埠
頭
で
の
揚
陸
に
制
限
す
る
先
述
の
規
定
を
顧
み
ず
、
エ
ミ

ノ
ニ
ュ
埠
頭
で
の
揚
陸
を
強
要
し
、
そ
こ
以
外
で
荷
揚
げ
し
た
果

物
に
追
加
課
税
を
行
っ
た
（
３５
）
。
そ
の
他
に
、
ビ
テ
ィ
ル
メ
税
（resm

-i

bitirm
e

）
（
３６
）
の
名
目
で
果
物
に
不
正
な
税
を
課
し
た
徴
税
官
も
見

ら
れ
た
（
３７
）
。
こ
の
よ
う
に
課
税
額
や
手
法
は
様
々
で
あ
る
が
、
果
物

関
税
を
め
ぐ
る
徴
税
官
の
不
正
行
為
は
決
し
て
稀
な
こ
と
で
は
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

先
述
の
と
お
り
、
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
は
市
内
区
に
お
け
る
食
料
品

の
流
通
を
監
督
す
る
役
人
で
あ
っ
た
。
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職
の
実
態

に
は
不
明
な
点
が
多
く
、
本
格
的
な
研
究
が
課
題
と
さ
れ
て
き
た

が
、
法
廷
記
録
の
事
例
か
ら
そ
の
一
端
を
示
す
こ
と
は
可
能
で
あ

る
（
３８
）。
一
七
七
六
年
付
の
法
廷
記
録
に
よ
る
と
、
四
四
人
の
青
物
売

り
（m

anav

）
を
引
き
連
れ
た
ヤ
シ
ュ
イ
ェ
ミ
シ
ュ
・
パ
ザ
ル
バ

シ
ュ
（ya

�yem
i

�pazarba

�ı

）
で
あ
る
ハ
ジ
・
ユ
ー
ス
フel-H

ac

Y
usuf

が
、
バ
ッ
カ
ル
・
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
（bakkalpazarba

�ı

）

・

で
あ
る
イ
ブ
ラ
ヒ
ムIbrahim

と
八
〇
人
以
上
の
食
料
雑
貨
商

（bakkal

）
を
相
手
取
り
、
自
身
の
監
督
下
で
青
物
売
り
に
分
配

史

学

第
七
九
巻

第
一
・
二
号

一
八
〇
（
一
八
〇
）



す
べ
き
果
物
に
対
し
て
食
料
雑
貨
商
が
不
正
に
干
渉
し
て
い
る
と

し
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
（
３９
）
。
こ
の
ハ
ジ
・
ユ
ー
ス
フ
は
別
の
法
廷
記

録
で
は
単
に
「
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
」
と
し
て
言
及
さ
れ
て
お
り
（
４０
）
、
ま

た
現
時
点
で
「
ヤ
シ
ュ
イ
ェ
ミ
シ
ュ
」
や
「
バ
ッ
カ
ル
」
以
外
の

名
称
を
持
つ
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職
の
存
在
は
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
な

い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職
に
は
ヤ
シ
ュ
イ
ェ
ミ
シ

ュ
・
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職
と
バ
ッ
カ
ル
・
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職
と
い
う

二
つ
の
役
職
が
存
在
し
、
各
々
の
主
な
職
務
は
、
青
物
売
り
な
い

し
食
料
雑
貨
商
の
監
督
で
あ
っ
た
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
よ
う
（
４１
）
。

そ
し
て
、
史
料
中
に
見
ら
れ
る
「
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
」
は
、
い
ず
れ

か
の
略
称
か
両
者
の
総
称
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
の
職
務
は
必
ず
し
も
自
身
で
遂
行
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
〇
二
年
付
の
法
廷
記
録
に
よ
る

と
、
当
時
の
バ
ッ
カ
ル
・
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
で
あ
る
ス
レ
イ
マ
ン
・

ア
ーSüleym

an
A

�abin
Ö
m
er

は
ス
ル
タ
ン
の
宮
殿
の
内
廷

（enderûn-ıhüm
âyûn

）
出
身
者
で
あ
り
、
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職
に

必
要
な
知
識
や
能
力
が
不
充
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
食
料
雑
貨
商

ら
は
、「
他
の
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
や
同
職
組
合
の
組
合
長
と
同
様
に
」、

自
ら
の
選
出
し
た
ア
フ
メ
ト
・
チ
ェ
レ
ビ
ーA

hm
ed

Ç
elebibin

el-H
ac

A
li

に
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
代
理
と
し
て
彼
ら
の
管
理
・
監
督

を
代
行
さ
せ
、
ス
レ
イ
マ
ン
・
ア
ー
が
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職
か
ら
得

る
「
習
慣
的
な
諸
利
益
（m

enâfi‘-i‘âdiyye

）」
を
認
め
る
代
わ

り
に
、
彼
に
は
食
料
雑
貨
商
の
仕
事
に
口
出
し
さ
せ
な
い
よ
う
に

法
廷
に
訴
え
た
の
で
あ
る
（
４２
）
。

ス
レ
イ
マ
ン
・
ア
ー
が
バ
ッ
カ
ル
・
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職
に
就
任

し
た
過
程
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
役
職
は
他
の
商
工
業
関
連

の
官
職
や
一
部
の
同
職
組
合
の
役
員
職
と
同
様
に
「
官
職
売
買
」

の
対
象
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
（
４３
）
。
つ
ま
り
、
ス
レ
イ
マ
ン
・
ア

ー
は
政
府
か
ら
バ
ッ
カ
ル
・
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職
を
「
購
入
」
し
、

そ
の
職
務
の
見
返
り
と
し
て
「
習
慣
的
な
諸
利
益
」、
即
ち
役
得

収
入
を
得
る
権
利
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
、
食
料
雑
貨
商
た
ち
は
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
の
罷
免
要
求
で
は

な
く
自
ら
そ
の
代
理
人
を
選
出
す
る
こ
と
で
、
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
の

適
切
な
職
務
遂
行
を
期
待
で
き
な
い
状
況
に
現
実
的
に
対
応
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

現
時
点
で
バ
ッ
カ
ル
・
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
の
役
得
収
入
の
実
態
を

具
体
的
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
裁
判
官
が
政
府
に
提
出
し

た
一
七
九
〇
年
付
の
上
申
書
（i‘lâm

）
に
は
、
前
述
の
ヤ
シ
ュ

イ
ェ
ミ
シ
ュ
・
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
で
あ
る
ハ
ジ
・
ユ
ー
ス
フ
に
よ
る

以
下
の
よ
う
な
証
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。

私
は
勅
許
状
（berât-ı‘âlî

�ân

）
に
よ
っ
て
前
述
の
商
工
民

オ
ス
マ
ン
朝
下
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
食
料
・
物
資
供
給
に
関
す
る
一
考
察

一
八
一
（
一
八
一
）



（
青
物
売
り
）
の
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
と
な
り
、
四
〇
年
以
上
、

そ
の
商
工
民
の
事
柄
を
適
切
に
監
督
し
て
き
た
。
従
来
、
そ

の
仕
事
の
報
酬
と
し
て
、﹇
市
内
区
の
﹈
外
か
ら
来
た
果
物

を
運
ぶ
船
（m

eyve
kayıkları

）
が
埠
頭
に
到
着
し
、
す
べ

て
を
荷
揚
げ
し
た
後
、
そ
の
﹇
果
物
の
﹈
所
有
者
た
ち
は
そ

れ
ぞ
れ
容
器
（kāb

）
一
杯
分
の
果
物
を
計
量
し
、
現
行
の

公
定
価
格
（
�i‘r-irâ’ic

）
よ
り
も
一
オ
ッ
カ
（vukiyye,

約

一
・
二
八
㎏
）
当
り
一
ア
ク
チ
ェ
（akçe

）
安
く
私
に
販
売

し
て
き
た
。
私
は
購
入
後
、
自
身
の
船
に
貯
蔵
し
、
自
身
の

望
む
埠
頭
に
運
ぶ
の
で
あ
る
（
４４
）
。

つ
ま
り
ヤ
シ
ュ
イ
ェ
ミ
シ
ュ
・
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
に
は
カ
ー
ブ
と

い
う
容
器
一
杯
分
の
果
物
を
一
オ
ッ
カ
当
り
一
ア
ク
チ
ェ
安
く
仕

入
れ
る
権
利
と
、
イ
ェ
ミ
シ
ュ
埠
頭
以
外
の
場
所
で
卸
売
り
す
る

権
利
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
権
利
を
活
用
す
る
こ
と
で

実
際
の
役
得
収
入
を
得
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
市
内
区
に
供
給
さ
れ
る
果
物
は
、

原
則
と
し
て
イ
ェ
ミ
シ
ュ
埠
頭
を
経
て
セ
ブ
ゼ
ハ
ー
ネ
に
集
め
ら

れ
、
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
の
監
督
下
で
青
物
売
り
な
ど
に
分
配
さ
れ
た
。

パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
は
管
轄
下
の
商
工
民
を
管
理
・
監
督
す
る
だ
け
で

な
く
、
彼
ら
を
異
業
種
の
干
渉
か
ら
保
護
す
る
役
割
も
果
た
し
た
（
４５
）
。

た
だ
し
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職
は
「
官
職
売
買
」
の
対
象
で
あ
っ
た
た

め
、
そ
の
職
務
は
代
理
人
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
そ
の
場
合
、
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
の
適
正
判
断
や
代
理
人
選
出
に

は
商
工
民
の
意
見
が
一
定
の
影
響
を
与
え
た
。

四

花
卉
の
供
給
―
花
卉
栽
培
人
と
花
売
り
の
紛
争

オ
ス
マ
ン
朝
下
の
草
花
文
化
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
征
服
以
降
、
同

地
を
中
心
に
急
速
に
発
展
し
た
が
、
そ
の
主
な
原
動
力
は
、
メ
フ

メ
ト
二
世
に
端
を
発
す
る
オ
ス
マ
ン
王
家
や
有
力
者
の
も
と
で
行

わ
れ
た
大
規
模
な
花
壇
の
造
園
と
、
一
六
世
紀
後
半
頃
か
ら
盛
ん

に
な
る
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
な
ど
の
品
種
改
良
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

一
六
世
紀
末
に
計
一
〇
万
の
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
の
球
根
が
マ
ラ
シ
ュ
か

ら
、
約
四
〇
ト
ン
の
バ
ラ
の
苗
木
が
エ
デ
ィ
ル
ネ
か
ら
造
園
用
と

し
て
取
り
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
や
（
４６
）
、
メ
フ
メ
ト
四
世
の
治
世
に
は
新

種
の
鑑
定
や
命
名
を
目
的
と
す
る
花
卉
審
議
会
（Ç

içek

E
ncüm

en-iD
âni

�i/
M
eclis-i

�ükûfe

）
が
設
置
さ
れ
た
こ
と

な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
（
４７
）
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
時
代
（
一
七
一
八
―
一

七
三
〇
）
に
見
ら
れ
た
熱
狂
的
な
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
流
行
の
背
景
に

は
、
こ
の
よ
う
に
支
配
層
の
な
か
で
長
年
培
わ
れ
た
花
卉
へ
の
強

い
関
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
４８
）
。
た
だ
し
、
草
花
文
化
の
担
い
手
は

決
し
て
支
配
層
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
。
結
婚
式
の
宴
や
祝
祭
の
際

史
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の
贈
物
、
女
性
の
頭
飾
り
の
ほ
か
、
薬
用
や
香
付
け
と
し
て
シ
ャ

ー
ベ
ッ
ト
（
�erbet

）
や
ジ
ャ
ム
（reçel

）
や
香
水
の
材
料
に
用

い
ら
れ
た
よ
う
に
、
花
は
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
生
活
と
密
接
に
関
わ

っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
４９
）
。

花
卉
の
栽
培
・
販
売
に
従
事
す
る
者
は
、
一
八
世
紀
の
史
料
を

見
る
限
り
シ
ュ
ク
ー
フ
ェ
ジ
（
�ükûfeci

）、
或
い
は
稀
で
あ
る

が
チ
チ
ェ
ッ
ク
チ
（çiçekçi

）
と
呼
ば
れ
た
。
一
七
七
八
年
付
の

法
廷
記
録
で
は
一
一
人
以
上
の
ム
ス
リ
ム
か
ら
な
る
シ
ュ
ク
ー
フ

ェ
ジ
を
「
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
や
ボ
ス
フ
ォ
ラ
ス
海
峡
沿
岸
や
他
の
場

所
で
花
を
栽
培
し
て
生
活
す
る
」
と
説
明
し
て
い
る
の
に
対
し
て
（
５０
）
、

一
七
七
三
年
付
の
法
廷
記
録
で
は
市
内
区
の
バ
フ
チ
ェ
門B

a

�çe
K
apısı

の
外
に
集
め
ら
れ
た
花
を
仕
入
れ
て
小
売
販
売
す
る
四
人

の
ム
ス
リ
ム
、
七
人
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
二
人
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
た

ち
を
シ
ュ
ク
ー
フ
ェ
ジ
と
呼
ん
で
い
る
（
５１
）
。
ま
た
、
一
七
四
三
年
付

の
勅
令
簿
の
記
録
を
見
る
と
、「
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
や
他
の
場
所
に

お
い
て
、
店
舗
を
持
た
ず
、
菜
園
で
栽
培
し
た
苗
木
や
鉢
物
や

様
々
な
花
を
市
場
の
な
か
で
販
売
す
る
」
チ
チ
ェ
ッ
ク
チ
の
組
合

長
補
佐
と
監
督
者
（nâzır

）
と
九
人
の
年
長
者
が
、
当
時
の
組

合
長
を
支
持
す
る
旨
の
証
言
を
行
っ
て
お
り
（
５２
）
、
こ
こ
か
ら
花
売
り

組
合
の
存
在
を
見
て
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
５３
）
。
現
状
で
は
事
例

の
蓄
積
が
充
分
と
は
言
え
ず
、
後
述
す
る
よ
う
に
例
外
も
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
以
上
の
こ
と
か
ら
花
卉
の
栽
培
業
と
小
売
販
売
業
に

一
定
の
専
門
分
化
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
花
卉
栽
培
人
と
花
売
り

は
い
ず
れ
も
シ
ュ
ク
ー
フ
ェ
ジ
や
チ
チ
ェ
ッ
ク
チ
と
呼
ば
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
花
卉
の
持
つ
奢
侈
的
性
格
か
ら
、
高
価
な

花
の
球
根
や
種
苗
を
各
地
か
ら
集
め
て
売
買
す
る
花
卉
商
人
や
仲

買
人
の
存
在
も
予
想
さ
れ
る
が
、
現
時
点
で
は
史
料
的
制
約
か
ら

明
ら
か
で
な
い
。

ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
の
花
卉
供
給
の
実
態
に
つ
い
て
、
一
七
七
八
年

付
の
法
廷
記
録
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル

の
花
卉
栽
培
人
（
�ükûfeci

）
で
あ
る
一
二
人
の
ム
ス
リ
ム
と
他

の
者
た
ち
が
、
菜
園
労
働
者
（bâ

�çevân

）
の
組
合
長
で
あ
る

・

セ
イ
イ
ド
・
イ
ス
マ
イ
ル
・
ア
ーes-Seyyid

Ism
ailA

�a

の
同

席
す
る
な
か
で
、
コ
ル
ト
ゥ
ク
チ
ュ
（koltukçu

）
と
呼
ば
れ
る

市
場
や
街
区
の
間
で
籠
に
花
を
入
れ
て
売
り
歩
く
七
人
の
ム
ス
リ

ム
と
他
の
者
た
ち
に
対
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
原
告
の
主
張
に

よ
る
と
、
従
来
、
彼
ら
の
栽
培
し
た
花
は
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
と
市
内

区
を
往
復
す
る
渡
し
舟
の
船
頭
（kayıkçı

）
に
預
け
ら
れ
、
市

内
区
に
い
る
エ
ミ
ー
ン
（em

în

）
と
呼
ば
れ
る
者
た
ち
に
送
ら

れ
て
き
た
。
そ
の
エ
ミ
ー
ン
か
ら
、
ま
ず
花
卉
監
督
長

（çiçekçiba
�ı
）
が
宮
廷
用
の
花
を
調
達
し
、
残
り
の
花
を
被
告

ら
が
仕
入
れ
て
市
場
や
街
区
の
間
で
販
売
し
て
き
た
と
い
う
。
と

オ
ス
マ
ン
朝
下
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
食
料
・
物
資
供
給
に
関
す
る
一
考
察
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三
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こ
ろ
が
被
告
の
う
ち
ハ
リ
ー
ルH

alil

と
ハ
ジ
・
イ
ブ
ラ
ヒ
ムel-

・
H
ac

Ibrahim

が
、
原
告
ら
を
唆
し
て
そ
れ
ぞ
れ
花
卉
栽
培
人
の

組
合
長
と
組
合
長
補
佐
に
就
任
し
よ
う
と
画
策
し
、
そ
の
権
限
を

利
用
し
て
花
卉
栽
培
人
か
ら
エ
ミ
ー
ン
に
で
は
な
く
、
直
接
コ
ル

ト
ゥ
ク
チ
ュ
に
花
を
送
る
こ
と
で
彼
ら
の
仕
入
れ
を
拡
大
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
れ
ば
花
卉
監
督
長
の
取
り
分
を

補
う
た
め
に
原
告
が
自
ら
市
内
区
に
花
を
搬
入
す
る
必
要
が
あ
る

が
、
彼
ら
の
な
か
に
は
「
老
人
や
病
弱
な
者
、
女
性
（ihtiyâr

ve

‘alîlkim
esneler

ve
kadınlar

（
５４
）
）」
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
そ

れ
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
。

原
告
は
こ
う
し
た
主
張
に
続
け
て
過
去
に
発
布
さ
れ
た
勅
令
を

提
示
し
、
一
七
四
二
―
四
三
年
に
は
コ
ル
ト
ゥ
ク
チ
ュ
の
一
人
が

花
卉
栽
培
人
の
組
合
長
に
就
任
し
た
も
の
の
、「
独
立
し
た
同
職

組
合
（ba

�ka
esnâf

）
（
５５
）
」
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
花
卉
栽
培
人
は

菜
園
労
働
者
組
合
に
よ
っ
て
監
督
・
管
理
さ
れ
て
き
た
た
め
、
そ

の
組
合
長
就
任
を
無
効
と
す
る
勅
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
説
明
し

た
。
そ
の
後
、
先
述
の
コ
ル
ト
ゥ
ク
チ
ュ
に
よ
る
教
唆
扇
動
が
事

実
と
判
明
し
た
こ
と
を
受
け
、
裁
判
官
は
提
示
さ
れ
た
過
去
の
勅

令
に
従
う
よ
う
全
員
に
警
告
し
た
（
５６
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
で
栽
培
さ
れ
た
花
卉
は
渡
し

舟
の
船
頭
を
介
し
て
市
内
区
に
い
る
エ
ミ
ー
ン
に
送
ら
れ
、
そ
こ

か
ら
花
卉
監
督
長
や
小
売
販
売
を
行
う
コ
ル
ト
ゥ
ク
チ
ュ
に
分
配

さ
れ
た
。
ま
ず
、
こ
の
事
例
に
見
ら
れ
る
役
職
と
職
業
を
順
に
確

認
す
る
と
、
エ
ミ
ー
ン
と
は
政
府
や
宮
廷
の
業
務
を
遂
行
す
る
あ

ら
ゆ
る
役
人
や
職
員
に
用
い
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
（
５７
）
。
そ
の
た
め
こ

こ
で
の
エ
ミ
ー
ン
の
職
務
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
物
資

の
供
給
・
流
通
へ
の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
ひ
と
つ
の

可
能
性
と
し
て
関
税
の
徴
税
官
（güm

rük
em

îni

）
が
考
え
ら

れ
る
。

花
卉
監
督
長
（çiçekçiba

�ı/

�ükûfeciba

�ı/
ser-

�ükûfe-
ciyân

）
の
主
な
職
務
は
宮
廷
向
け
の
花
卉
の
調
達
で
あ
っ
た
が
（
５８
）
、

公
定
価
格
の
制
定
・
施
行
に
も
深
く
関
わ
っ
た
（
５９
）
。
こ
の
役
職
に
つ

い
て
は
現
時
点
で
不
明
な
点
も
多
い
が
、
一
七
二
五
年
に
花
卉
監

督
長
に
任
命
さ
れ
た
ラ
ー
レ
ザ
ー
リ
ー
・
シ
ェ
イ
フ
・
メ
フ
メ

ト
・
エ
フ
ェ
ン
デ
ィLâlezârî

�eyh
M
ehm

ed
E
fendi

（
没
一

七
三
六
―
三
七
）
は
、
チ
チ
ェ
ッ
ク
チ
レ
ル
修
道
場Ç

içekçiler

T
ekkesi

の
長
（
�eyh

）
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
〇
〇
種
以
上
の

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
新
種
交
配
を
成
功
さ
せ
た
と
い
う
経
歴
で
知
ら

れ
て
お
り
（
６０
）
、
少
な
く
と
も
当
時
の
花
卉
監
督
長
職
に
は
実
践
的
な

花
卉
の
知
識
が
強
く
求
め
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。

コ
ル
ト
ゥ
ク
チ
ュ
は
、
従
来
、
簡
易
の
店
舗
な
ど
で
不
正
に
小

売
販
売
を
行
う
者
と
さ
れ
て
き
た
が
、
筆
者
の
以
前
の
研
究
に
よ

史

学

第
七
九
巻

第
一
・
二
号

一
八
四
（
一
八
四
）



っ
て
合
法
的
に
販
売
す
る
者
の
存
在
も
確
認
さ
れ
た
（
６１
）
。
先
述
の
事

例
に
お
け
る
コ
ル
ト
ゥ
ク
チ
ュ
も
販
売
行
為
自
体
は
問
題
視
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
合
法
的
な
小
売
業
者
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
何
故
こ
の
花
売
り
は
コ
ル
ト
ゥ
ク
チ
ュ
と
呼
ば
れ
た
の

か
と
い
う
疑
問
が
残
る
が
、
現
時
点
で
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
シ

ュ
ク
ー
フ
ェ
ジ
や
チ
チ
ェ
ッ
ク
チ
と
は
異
な
る
花
売
り
集
団
が
存

在
し
た
か
、
或
い
は
法
廷
に
お
い
て
花
卉
栽
培
人
と
明
確
に
区
別

す
る
た
め
、
便
宜
上
花
売
り
を
コ
ル
ト
ゥ
ク
チ
ュ
と
呼
ん
だ
な
ど

が
考
え
ら
れ
る
。

次
に
紛
争
の
内
容
に
目
を
向
け
る
と
、
仕
入
れ
の
拡
大
を
図
る

コ
ル
ト
ゥ
ク
チ
ュ
が
花
卉
栽
培
人
の
組
合
役
員
に
就
任
し
よ
う
と

し
た
こ
と
が
主
要
な
問
題
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
管
見
の
限
り
、

組
合
役
員
に
原
材
料
や
商
品
の
流
通
経
路
を
変
更
す
る
権
限
が
あ

っ
た
と
す
る
事
例
は
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
コ
ル
ト
ゥ
ク
チ
ュ

の
行
為
に
は
若
干
の
疑
問
が
残
る
が
、
一
先
ず
こ
こ
で
は
、
当
時

の
組
合
役
員
の
就
任
に
は
構
成
員
の
同
意
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
に

も
拘
ら
ず
、
部
外
者
が
そ
れ
を
画
策
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
（
６２
）
。

花
卉
栽
培
人
の
訴
え
に
あ
る
コ
ル
ト
ゥ
ク
チ
ュ
の
教
唆
扇
動
は
、

役
員
就
任
を
め
ぐ
る
同
意
を
花
卉
栽
培
人
か
ら
取
り
付
け
る
た
め

の
行
為
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
行
為
に
対
し
て
花
卉
栽
培
人

が
訴
訟
に
踏
み
切
っ
た
の
は
、
一
七
四
二
―
四
三
年
の
前
例
が
繰

り
返
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
コ

ル
ト
ゥ
ク
チ
ュ
に
よ
る
役
員
就
任
に
よ
っ
て
菜
園
労
働
者
組
合
か

ら
の
独
立
・
分
離
を
望
む
花
卉
栽
培
人
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
コ
ル
ト
ゥ
ク
チ
ュ
が
菜
園
労
働
者
組
合
へ
の
従
属
に

不
満
を
持
つ
一
部
の
花
卉
栽
培
人
に
対
し
て
同
職
組
合
の
独
立
を

促
し
た
こ
と
で
、
花
卉
栽
培
人
の
内
部
対
立
が
表
面
化
・
深
刻
化

し
、
組
合
の
独
立
に
反
対
す
る
者
が
訴
訟
に
よ
っ
て
事
態
の
収
拾

を
図
っ
た
と
す
る
見
方
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
老
人
や
病
弱

な
者
や
女
性
な
ど
の
多
様
な
人
々
か
ら
成
り
、
各
々
の
利
害
が
複

雑
に
交
錯
し
た
で
あ
ろ
う
花
卉
栽
培
人
の
集
団
で
は
、
こ
う
し
た

意
見
・
見
解
の
不
一
致
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
で
生
産
・
調
達

さ
れ
た
皮
革
、
果
物
、
花
卉
は
、
規
定
や
慣
習
に
従
っ
て
イ
ス
タ

ン
ブ
ル
市
内
区
に
恒
常
的
に
供
給
さ
れ
た
。
そ
の
供
給
は
、
ウ
ス

キ
ュ
ダ
ル
の
供
給
者
・
生
産
者
と
市
内
区
の
販
売
者
が
し
ば
し
ば

直
接
に
交
渉
す
る
よ
う
な
、
両
者
の
緊
密
な
関
わ
り
合
い
に
よ
っ

て
成
立
し
た
。
供
給
者
や
生
産
者
が
自
ら
市
内
区
へ
の
商
品
輸
送

オ
ス
マ
ン
朝
下
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
食
料
・
物
資
供
給
に
関
す
る
一
考
察
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に
従
事
・
関
与
し
、
直
接
に
販
売
者
と
商
品
を
売
買
す
る
場
合
も

あ
っ
た
こ
と
は
、
皮
革
や
果
物
の
事
例
に
お
い
て
見
た
と
お
り
で

あ
る
。
た
だ
し
、
前
者
の
事
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ

れ
は
両
者
の
紛
争
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
も
な
り
得
た
。
販
売
者

が
利
益
拡
大
の
手
段
と
し
て
生
産
者
の
組
合
役
員
に
就
任
し
よ
う

と
画
策
し
、
そ
れ
が
両
者
の
紛
争
に
発
展
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ

と
は
、
花
卉
の
事
例
に
お
い
て
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た

供
給
者
・
生
産
者
と
販
売
者
の
緊
密
性
は
、
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
を
始

め
と
す
る
市
外
区
か
ら
市
内
区
へ
の
食
料
・
物
資
供
給
に
お
け
る

ひ
と
つ
の
特
徴
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
政
府
の
供
給
に
対
す
る
管
理
・
監
督
の
あ
り
方
が
品
目

に
応
じ
て
異
な
っ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
紛
争
の
調
停

や
違
反
者
へ
の
処
罰
な
ど
に
イ
ス
ラ
ー
ム
法
廷
の
裁
判
官
が
果
た

し
た
役
割
の
大
き
さ
は
、
皮
革
、
果
物
、
花
卉
の
い
ず
れ
の
事
例

か
ら
も
見
て
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
皮
革
供
給
で
は
、

当
事
者
で
あ
る
サ
ー
ル
ジ
ュ
組
合
と
荷
担
ぎ
組
合
の
活
動
を
監
督

す
る
特
定
の
役
人
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
果
物
と
花

卉
に
つ
い
て
は
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
と
花
卉
監
督
長
と
い
う
役
人
が

各
々
の
供
給
を
管
理
・
監
督
し
た
。
さ
ら
に
、
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職

に
は
必
要
な
知
識
や
能
力
を
持
た
な
い
者
が
形
式
的
に
就
任
し
、

実
際
の
職
務
は
同
職
組
合
か
ら
選
出
さ
れ
た
代
理
人
に
よ
っ
て
遂

行
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
花
卉
監
督
長
職
に
は
ラ
ー
レ
ザ
ー

リ
ー
・
シ
ェ
イ
フ
・
メ
フ
メ
ト
・
エ
フ
ェ
ン
デ
ィ
の
よ
う
に
専
門

知
識
に
長
け
た
人
物
が
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
今
後
、
両
役
職

の
性
格
に
つ
い
て
よ
り
多
く
の
事
例
か
ら
検
証
す
る
と
と
も
に
、

こ
う
し
た
政
府
に
よ
る
管
理
・
監
督
の
多
様
な
あ
り
方
が
、
基
礎

食
料
で
あ
る
小
麦
・
食
肉
供
給
を
主
な
考
察
対
象
と
し
た
先
行
研

究
で
は
殆
ど
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
多

様
性
に
一
層
の
注
意
を
払
っ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

付
記

筆
者
は
国
際
文
化
教
育
交
流
財
団
（
石
坂
財
団
）
な
ら
び
に
公

益
信
託
斉
藤
稜
兒
イ
ス
ラ
ム
研
究
助
成
基
金
か
ら
奨
学
金
・
助
成

金
を
受
け
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
ト
ル
コ
共

和
国
に
留
学
し
た
。
本
稿
は
、
留
学
期
間
中
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に

・

あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
所
（Islâm

A
ra

�tırm
alarıM

erkezi,

・

ISA
M

）
及
び
総
理
府
オ
ス
マ
ン
古
文
書
館
（B

a

�bakanlık
O
s-

m
anlıA

r

�ivi

）
で
行
っ
た
史
料
の
調
査
・
収
集
お
よ
び
研
究
に

よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
活
動
に
協
力
し
て
下

さ
っ
た
前
記
の
各
関
係
者
の
方
々
に
記
し
て
感
謝
致
し
ま
す
。

な
お
本
稿
は
、
筆
者
が
平
成
二
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
を
受
け
、
第
六
回
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
・
シ

史

学

第
七
九
巻

第
一
・
二
号

一
八
六
（
一
八
六
）



ン
ポ
ジ
ウ
ムÜ

sküdar
Sem

pozyum
u

（
二
〇
〇
八
年
十
一
月

九
日
、
於
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
）
に
お
い
て
行
っ
た
研
究
発
表
「
ウ
ス

キ
ュ
ダ
ル
商
工
民
・
同
職
組
合
史
研
究
に
お
け
る
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

法
廷
台
帳
の
重
要
性
」
の
一
部
に
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で

あ
る
。

註（
１
）
小
麦
・
食
肉
供
給
に
関
す
る
最
新
の
研
究
成
果
と
し
て
、Aynu-

・

ral,
S.,

Istanbul
D
eg�irm

enleri
ve

F
ırınları

:Zahire
T
icareti

・

・

・

(1740

�1840),Istanbul,2001
;
U
zun,

A
.,
Istanbul’un

Ia

�e-
sinde

D
evletin

R
olü

:
O
ndalık

A
g�nam

U
ygulam

ası
1783

�

1857,
A
nkara,2006

が
あ
る
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
食
料
供
給
の
研

究
史
に
つ
い
て
は
、U

zun,A
.,“O

sm
anlıD

evleti’nde

�ehir

・

E
konom

isi
ve

Ia

�e,”
T
ürkiye

A
ra

�tırm
aları

Literatür
D
er-

gisi,
3/6

（2005

）,pp.211

�235

を
見
よ
。

（
２
）
現
在
の
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
ア
ジ
ア
側
の
一
部

・

を
構
成
す
る
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
郡Ü

sküdar
Ilçesi

の
中
心
地
区
を

指
す
が
、
オ
ス
マ
ン
朝
に
お
い
て
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
ア
ジ
ア
側

全
域
を
指
す
地
名
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
後
者
の
意
味
で
用
い
る
。

（
３
）
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
を
含
む
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
歴
史
的
発
展
に
つ
い

て
は
、K

uban,
D
.,
“K

entin
G
eli

�mesi,”
in

D
ünden

B
ugüne

・

・

Istanbul
A
nsiklopedisi,

vol.
4,

1994,
Istanbul,

pp.
527

�547

を
見
よ
。

・

・

（
４
）

IstanbulM
ahkem

esi

�er‘iye
SicilD

efterleri

（
以
下I

�S

と
略
記
）.

オ
ス
マ
ン
朝
下
の
イ
ス
ラ
ー
ム
法
廷
記
録
の
史
料
的
性

格
に
つ
い
て
は
、Faroqhi,S.,“Sidjill

（3.In
O
ttom

an
adm

inis-
trative

usage

）,”
in

E
ncyclopaedia

of
Islam

,
2nd

ed.,
vol.

9,
Leiden,1997,pp.539

�545
;

大
河
原
知
樹
「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
廷

と
法
廷
史
料
」
林
佳
世
子
・
桝
屋
友
子
（
編
）『
記
録
と
表
象

史

料
が
語
る
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
』
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
叢
書
八
、

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
一
四
三
―
一
七
〇
頁
を
見
よ
。

（
５
）
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
法
廷
制
度
に
つ
い
て
は
、M

antran,R
.,M

.

・

A
.K

ılıçbay
&

E
.Ö

zcan

（trs.

）,17.
Y
üzyılın

Ikinci
Y
arısında

・

・

Istanbul,vol.1,A
nkara,1990,pp.123

�152
;
U
zunçar

�ılı,
I.

・

H
.,
O
sm

anlı
D
evletinin

Ilm
iye

T
e

�kilâtı,
A
nkara,

1988,
pp.

・

・

133

�143
;
A
ydın,

B
.,
“Istanbul

K
adılı

�ıT
arihçesi

ve
Istan-

・

bulK
adıSicillerine

D
air

T
etkikler,”

Istanbul
A
ra

�tırm
aları,

6

（1998

）,pp.71

�87

を
見
よ
。

（
６
）
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
デ
ッ
バ
ー
に
つ
い
て
は
、Faroqhi,S.,“U

r-
ban

Space
as

D
isputed

G
rounds

:T
erritorial

A
spects

to
A
rtisan

C
onflict

in
Sixteenth-

to
E
ighteenth-C

entury
Istan-

・

bul,”
in

id.,
Stories

of
O
ttom

an
M
en

and
W
om

en
,
Istanbul,

2002,pp.219

�234
;

拙
稿
「
一
八
世
紀
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
同
職
組

合
―
家
畜
利
用
業
種
の
分
析
か
ら
―
」『
日
本
中
東
学
会
年
報
』
二

〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）、
二
二
一
―
二
四
三
頁
を
見
よ
。

（
７
）

B
arkan

,
Ö
.
L
.,

“X
V
.
A
srın

Sonunda
B
az

ı
B
üyük

�ehirlerde
E

�ya
ve

Y
iyecek

Fiyatlarının
T
esbit

ve
T
efti

�i
H
ususların

ı
T
anzim

E
den

K
anunlar

I,”
T
arih

V
esikaları,

1/5
（1942

）,p.335.

（
８
）
た
だ
し
ウ
ン
カ
パ
ヌ
地
区
は
本
来
、
小
麦
を
貯
蔵
・
分
配
す
る

オ
ス
マ
ン
朝
下
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
食
料
・
物
資
供
給
に
関
す
る
一
考
察

一
八
七
（
一
八
七
）



場
所
で
あ
り
、
そ
こ
に
異
臭
や
汚
水
を
発
生
さ
せ
る
皮
鞣
工
房
が

併
存
し
た
の
は
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
。

（
９
）
下
位
組
合
制
度
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
オ
ス
マ
ン
朝
下
の
同
職

組
合
に
関
す
る
研
究
動
向
と
課
題
―
イ
・
ウ
ン
ジ
ョ
ン
の
イ
ス
タ

ン
ブ
ル
研
究
に
寄
せ
て
―
」『
史
学
』
七
三
巻
二
―
三
号
（
二
〇
〇

四
年
）、
一
六
四
―
一
六
七
頁
を
見
よ
。

（
１０
）

E
vliya

Ç
elebi,

O
.

�.
G
ökyay

（ed.

）,E
vliya

Ç
elebi

Seya-

・

・

hatnâm
esi:I.

K
itap

:Istanbul,
Istanbul,1996,pp.

266,
284.

二
六
六
頁
の
記
述
で
は
「
工
房
五
〇
軒
、
一
〇
五
人
」
と
あ
る
が
、

二
八
四
頁
に
は
「
一
二
軒
、
一
〇
〇
人
」
と
あ
り
、
両
記
述
に
は

食
い
違
い
が
見
ら
れ
る
。

・

（
１１
）

I

�S,n.65,p.114a.

た
だ
し
一
八
世
紀
に
お
い
て
、
サ
ー
ル

ジ
ュ
が
刀
鍛
冶
組
合
や
そ
の
他
の
下
位
組
合
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
明
ら
か
で
な
い
。
少
な
く
と
も
一
七
三
〇
年
に
作
成
さ
れ
た
上

位
・
下
位
組
合
関
係
リ
ス
ト
に
は
サ
ー
ル
ジ
ュ
は
見
当
た
ら
な
い

・

（A
ktepe,M

.M
.,“A

hm
ed

III.D
evrinde

�ark
Seferine

I

�tirâk
E
decek

O
rdu

E
snafı

H
akkında

V
esikalar,”

T
arih

D
ergisi,

7/10

（1954

）,pp.24

�30

）。

（
１２
）
同
様
の
事
例
を
扱
う
別
の
法
廷
記
録
に
は
「
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
、

ガ
ラ
タ
、
エ
ユ
プ
、
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
や
そ
れ
ら
の
周
辺
で
死
亡
し

・

た
動
物
の
皮
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（I

�S,n.36,p.96a
;
n.39,

pp.95b

�96a

）。

・

（
１３
）

I

�S,n.62,p.19b.

（
１４
）
拙
稿
「
一
八
世
紀
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
同
職
組
合
」
二
三
〇
―
二

三
六
頁
。

・

（
１５
）
デ
ッ
バ
ー
に
よ
る
干
渉
の
事
例
はI

�S,n.62,p.19b

を
、

・

馬
具
工
の
事
例
はI

�S,n.65,p.114a

及
びFaroqhi,“U

rban
Space,”

pp.230

�231

を
見
よ
。
ま
た
同
職
組
合
に
よ
る
原
材
料

の
仕
入
れ
と
分
配
に
つ
い
て
は
、Y

i,E
.,G

uild
D
ynam

ics
in

Seventeenth-C
entury

Istanbul
:
F
luidity

and
Leverage

,
Leiden/B

oston,2004,pp.91

�95

を
見
よ
。

・

（
１６
）

I

�S,n.36,p.96a.

こ
の
史
料
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
お
よ
び
ロ
ー

マ
字
転
写
は
（
資
料
１
）
を
参
照
せ
よ
。
な
お
、
こ
の
問
題
を
め

・

ぐ
っ
て
発
布
さ
れ
た
勅
令
の
写
し
がI

�S,n.39,p.95b

に
あ
る

が
、
記
述
内
容
に
大
き
な
違
い
は
み
ら
れ
な
い
。

（
１７
）
荷
担
ぎ
は
主
に
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
を
支
持
す
る
貧
困
層
か
ら
成
り
、

イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
が
そ
の
廃
止
直
前
に
起
こ
し
た
反
乱
に
は
水
売
り

や
放
浪
者
と
と
も
に
多
数
の
荷
担
ぎ
が
率
先
し
て
加
わ
っ
た
と
す

る
Ｄ
・
カ
ー
タ
ル
ト
の
研
究
に
拠
る（Q

uataert,D
‚“Labor

Poli-
cies

and
Politics

in
the

O
ttom

an
E
m
pire

:Porters
and

the
Sublim

e
Porte,

1826

�1896,”
in

H
.
W

.
Low

ry
&

D
.
Q
ua-

taert

（eds.

）,H
um

anist
and

Scholar
:E

ssays
in

H
onor

of
A
n-

dreas
T
ietze,

Istanbul,1993,pp.63

�65

）。
た
だ
し
荷
担
ぎ
に

対
す
る
支
配
層
の
見
方
や
彼
ら
の
社
会
的
・
経
済
的
地
位
な
ど
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
よ
り
実
証
的
か
つ
入
念
な
検
討
を
要
す
る
で

あ
ろ
う
。

（
１８
）
デ
ッ
バ
ー
の
工
房
分
布
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
一
八
世
紀
イ
ス

タ
ン
ブ
ル
の
同
職
組
合
」
二
三
〇
―
二
三
一
頁
を
見
よ
。

・

（
１９
）

O
livier,

A
.,
A
.
K
aplan

（ed.

）,18.
Y
üzyılda

T
ürkiye

ve
Is-

・

tanbul,
Istanbul,2007,pp.205

�206.

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
旅
行
記

に
見
ら
れ
る
果
物
の
記
述
に
つ
い
て
は
、M

antran,17.
Y
üzyılın

・

・

Ikinci
Y
arısında

Istanbul,
vol.1,pp.

186

�188
;Faroqhi,

S.‚

史

学

第
七
九
巻

第
一
・
二
号

一
八
八
（
一
八
八
）



“Supplying
Seventeenth-

and
E
ighteenth-C

entury
Istanbul

w
ith

Fresh
Produce,”

T
he

X
III

C
ongress

of
the

Interna-
tional

E
conom

ic
H
istory

A
ssociation

（IE
H
A

）,B
uenos

A
i-

res,
22

�26
July

2002,
http://w

w
w
.eh

.net/X
IIIC

ongress/
cd/papers/6Faroqhi374.pdf,pp.8

�9

を
見
よ
。
ま
た
、
一
六

〇
〇
年
及
び
一
六
四
〇
年
付
の
公
定
価
格
台
帳
（K

ütüko

�lu,M
.

・

S.,“1009/1600
T
arihliN

arh
D
efterine

göre
Istanbul’da

Ç
e-

�itli
E

�ya
ve

H
izm

et
Fiatları,”

T
arih

E
nstitüsü

D
ergisi,

9

（1978

）,pp.1

�85;id.,O
sm

anlılarda
N
arh

M
üessesesi

ve
1640

・

T
arihli

N
arh

D
efteri,

Istanbul,1983

）に
も
各
種
の
果
物
が
列

挙
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
鈴
木
董
『
食
は
イ
ス
タ
ン

ブ
ル
に
あ
り
―
君
府
名
物
考
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
一
九
九
五
年
、
七

三
―
八
四
頁
を
見
よ
。

・

・

（
２０
）

M
antran,

17.
Y
üzyılın

Ikinci
Y
arısında

Istanbul,
vol.

1,
p.186.

・

・

（
２１
）

E
.
g.

M
antran

,
17.

Y
üzyılın

Ikinci
Y
arısında

Istanbul,

・

vol.
1,

p.
187

;
K
ütüko

�lu
,
M

.
S
.,

“Istanbul’da
E
km

e

�in
T
em

ininde
D
evletin

R
olü

（X
V
III–X

IX
.
Y
üzyıllar

A
r

�iv
K
ay-

nakları

）,”A
ta

D
ergisi,

7

（1997

）,p.55.

（
２２
）
先
述
の
オ
リ
ヴ
ィ
エ
の
引
用
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
オ
ス
マ
ン

朝
下
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
は
干
し
果
物
（kuru

yem
i

�/
m
eyve-i

hu

�k

）
も
食
さ
れ
た
が
、
供
給
・
販
売
形
態
の
違
い
か
ら
本
稿
で

は
生
鮮
果
物
（ya

�yem
i

�/
m
eyve-iter

）
の
み
を
扱
う
。

・

（
２３
）

U
zunçar

�ılı,
I.

H
.,

O
sm

anlı
D
evletinin

M
erkez

ve
B
ahriye

T
e

�kilâtı,
A
nkara,1988,p.142,n.2.

征
服
当
初
の

イ
ェ
ミ
シ
ュ
埠
頭
は
、
そ
の
近
く
に
チ
ャ
ル
ダ
ク
（çardak

）
と

呼
ば
れ
る
徴
税
関
係
の
役
所
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
チ
ャ
ル
ダ
ク
埠

・

頭Ç
ardak

Iskelesi

と
も
呼
ば
れ
た
。

・

・

（
２４
）

M
antran,

17.
Y
üzyılın

Ikinci
Y
arısında

Istanbul,
vol.

1,
pp.172

�173.

（
２５
）
こ
れ
に
関
連
す
る
一
六
世
紀
後
半
の
史
料
と
し
て
、R

efik,A
.,

・

・

A
.
U
ysal

（ed.

）,O
nuncu

A
sr-ı

H
icrîde

Istanbul
H
ayatı,

Is-
tanbul,1987,p.186

が
あ
る
。

（
２６
）
ト
プ
カ
プ
宮
殿
内
に
も
宮
廷
用
の
野
菜
や
果
物
を
貯
蔵
す
る
セ

ブ
ゼ
ハ
ー
ネ
と
呼
ば
れ
る
建
物
が
存
在
し
た
が
、
両
者
は
別
の
施

設
で
あ
る（B

ilgin,A
.,O

sm
anlı

Saray
M
utfa

�ı(1453

�1650),

・

Istanbul,2004,p.76

）。

（
２７
）
一
部
の
果
物
は
陸
路
で
運
ば
れ
た
が
、
こ
れ
ら
も
セ
ブ
ゼ
ハ
ー

ネ
に
搬
入
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た（M

antran,17.

・

・

Y
üzyıılın

Ikinci
Y
arısında

Istanbul,
vol.1,pp.186

�187

）。

・

（
２８
）

I

�S,n.24,pp.13a

�13b,33b,39a
;
n.

35,
pp.

101b

�103
a
;
n.38,pp.33b,62b

;
n.46,pp.88a

�88b.

た
だ
し
こ
の
規

定
に
は
若
干
の
例
外
も
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
菜
園
労
働
者

（bostancı/
bâ

�çevân

）は
葡
萄
や
イ
チ
ジ
ク
な
ど
の
収
穫
物
を

菜
園
の
門
の
前
で
販
売
す
る
こ
と
や
、
自
ら
籠
を
背
負
い
、
市
場

・

や
街
区
の
間
を
売
り
歩
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（I

�S,n.24,
p.11b

;
n.42,pp.35a

�35b

）。
こ
の
場
合
、
セ
ブ
ゼ
ハ
ー
ネ
を

経
由
せ
ず
、
消
費
者
に
直
接
販
売
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

メ
ロ
ン
や
ス
イ
カ
の
荷
揚
げ
は
エ
ミ
ノ
ニ
ュ
埠
頭E

m
inönü

・

・

Iskelesi

で
行
わ
れ
た（I

�S,n.38,pp.33b,62b

）。

・

（
２９
）

I
�S,n.39,p.90a

;
n.76,pp.35b

�36a.

こ
れ
ら
の
地
域
は

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
と
コ
ジ
ャ
エ
リ
県K

ocaeliSanca

�ı

の
境
界
に
あ

オ
ス
マ
ン
朝
下
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
食
料
・
物
資
供
給
に
関
す
る
一
考
察

一
八
九
（
一
八
九
）



り
、
時
代
に
よ
っ
て
は
後
者
に
属
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
詳
細
は
現
時
点
で
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
し
、
典
拠
に
示
し

た
法
廷
記
録
に
は
こ
れ
ら
の
地
域
が
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
に
属
す
る
と

明
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
デ
イ
ル
メ
ン
デ
レD

e

�irm
endere

、

カ
ラ
ミ
ュ
ル
セ
ルK

aram
ürsel

、
ゲ
ム
リ
キG

em
lik

な
ど
、
イ

ズ
ミ
ッ
ト
湾
の
南
岸
お
よ
び
ゲ
ム
リ
キ
湾G

em
lik

K
örfezi

沿
岸

・

部
も
主
要
な
果
物
産
地
で
あ
っ
た（E

.g.I

�S,n.40,pp.44a

�45
b

）。

（
３０
）
「
徴
税
単
位
」
を
意
味
す
る
財
政
用
語
で
あ
る
ム
カ
ー
タ
ー
に

つ
い
て
は
、
清
水
保
尚
「
オ
ス
マ
ン
朝
の
財
務
記
録
」
林
佳
世
子

他
（
編
）『
記
録
と
表
象
』
二
二
六
―
二
二
七
頁
を
見
よ
。

・

（
３１
）

I

�S,n.39,p.90a.

（
３２
）
内
国
関
税
に
つ
い
て
は
、G

enç,M
.,“O

sm
anlıD

evleti’n-

・

de
Iç

G
üm

rük
Rejim

i,”
in

T
anzim

at’tan
C
um

huriyet’e
T
ürkiye

・

A
nsiklopedisi,vol.3,Istanbul,1985,pp.786

�789
;K

ütüko

�lu,

・

・

M
.S.,

“O
sm

anlı
Iktisadî

Y
apısı,”

in
E
.
Ihsano

�lu

（ed.

）,O
s-

・

m
anlı

D
evleti

T
arihi,

vol.
2,

Istanbul,
1999,

pp.
583

�586
;

・

B
a

�ı

�,A
.I.,O

sm
anlı

T
icaretinde

G
ayri

M
üslim

ler,
A
nkara,

1983,p.61
;

松
井
真
子
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
内
国
交
易
政
策
と
ム

ス
タ
ー
ミ
ン
商
人
―
ミ
ー
リ
ー
税
を
手
が
か
り
に
―
」『
日
本
中
東

学
会
年
報
』
一
四
巻
（
一
九
九
九
年
）、
一
九
九
―
二
〇
三
頁
を
見

・

よ
。
ま
た
食
肉
負
担
税
に
つ
い
て
は
、U

zunçar

�ılı,
I.

H
.,

O
s-

m
anlı

D
evleti

T
e

�kilâtından
K
apukulu

O
cakları,

vol.
1,

A
nkara,1943,pp.254

�255
;
E
rgenç,

Ö
.,“1600

�1615
Y
ılları

・

A
rasında

A
nkara

Iktisadî
T
arihine

A
it
A
ra

�tırm
alar,”

in
O
.

・

O
kyar

&
Ü
.
N
albanto

�lu

（eds.

）,
T
ürkiye

Iktisat
T
arihi

Sem
ineri

:
M
etinler/T

artı

�malar,
8

�10
H
aziran

1973,
A
nkara,1975,pp.160

�162

を
見
よ
。
こ
の
税
が
施
行
さ
れ
た

一
五
九
〇
年
代
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
の
戦
争
、
従
属
国
の
反
乱
、

ジ
ェ
ラ
ー
リ
ー
諸
反
乱
な
ど
の
影
響
で
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
へ
の
食
用

羊
の
供
給
が
激
減
し
た
時
期
で
あ
っ
た（G

reenw
ood,A

.W
.,“Is-

tanbul’s
M
eat

Provisioning
:A

Study
of

the
C
elepke

�an
System

,”
Ph.D

.
dissertation,

U
niversity

of
C
hicago,

1988,
pp.25,28

�29

）.

こ
う
し
た
供
給
不
足
に
よ
る
食
肉
価
格
の
高
騰

が
、
当
時
の
財
政
危
機
と
と
も
に
食
肉
負
担
税
導
入
の
大
き
な
要

因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

・

（
３３
）

I

�S,n.76,pp.35b

�36a.

・

（
３４
）

I

�S,n.35,pp.101b

�103a.

・

（
３５
）

I

�S,n.76,pp.35b

�36a.

（
３６
）
正
規
の
ビ
テ
ィ
ル
メ
税
は
、
市
場
監
督
官（m

uhtesib

）が
徴

税
業
務
を
担
う
市
場
監
督
諸
税（ihtisâb

rüsûm
u

）の
一
部
と
し

て
、
年
に
一
度
か
二
度
、
主
に
食
料
品
を
扱
う
商
工
民
か
ら
徴
収

・

・

さ
れ
た（K

azıcı,Z.,O
sm

anlılarda
Ihtisâb

M
üessesesi,Istan-

bul,1987,p.186

）。

・

（
３７
）

I

�S,n.56,p.4a.

（
３８
）
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
に
言
及
し
た
研
究
と
し
て
、E

rgin,O
.N

.,

・

M
ecelle-i

U
m
ûr-ı

B
elediye,

vol.
1,

Istanbul,
1922,

p.
560

;

・

・

M
antran,

17.
Y
üzyılın

Ikinci
Y
arısında

Istanbul,
vol.

1,
p.

352
;
Sahillio

�lu,
H
.,
“O

sm
anlılarda

N
arh

M
üessesesi

ve

・

1525
Y
ılı

Sonunda
Istanbul’da

Fiyatlar,”
B
elgelerle

T
ürk

T
arihi

D
ergisi,

1/
1

（1967

）,pp
.
37

�38
;

K
ütüko

�lu,
O
s-

m
anlılarda

N
arh

M
üessesesi,p.14

が
あ
る
。
近
年
Ａ
・
ビ
ル

史

学

第
七
九
巻

第
一
・
二
号

一
九
〇
（
一
九
〇
）



ギ
ン
に
よ
っ
て
、
宮
廷
の
食
料
調
達
を
行
う
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職
と
、

一
般
市
場
に
お
け
る
食
品
流
通
を
監
督
す
る
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職
は

別
々
の
役
職
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
が
（B

ilgin,O
sm

anlı
Saray

M
utfa

�ı,pp.117

�118

）、
こ
れ
に
つ
い
て
は
更
な
る
実
証

的
な
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
本
稿
で
は
一
先
ず
後
者
の
職
務
に
限

定
し
て
議
論
を
進
め
る
。

・

（
３９
）

I

�S,n.38,p.62b.

・

（
４０
）

I

�S,n.38,p.33b.

（
４１
）
野
菜
売
り（sebzeci
）の
仕
入
れ
は
概
ね
野
菜
売
り
の
組
合
長

・

と
年
長
者
の
監
督
下
で
行
わ
れ
た
が
（E

.g.I

�S,n.45,pp.17
b

�18a

）、
そ
の
一
方
で
ヤ
シ
ュ
イ
ェ
ミ
シ
ュ
・
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
の

・

責
任
で
行
う
と
す
る
規
定
も
あ
る
（I

�S,n.47,pp.21b

�22a

）。

し
た
が
っ
て
、
ヤ
シ
ュ
イ
ェ
ミ
シ
ュ
・
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
は
野
菜
売

り
に
対
し
て
も
一
定
の
監
督
責
任
を
負
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、

詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

・

（
４２
）

I

�S,n.74,p.70a.

ヤ
シ
ュ
イ
ェ
ミ
シ
ュ
・
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
職

・

の
代
理
人
任
命
に
つ
い
て
は
、I

�S,n.72,p.34a
を
見
よ
。

（
４３
）
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
を
中
心
に
ル
メ
リ
ア
・
ア
ナ
ト
リ
ア
諸
都
市
に

お
い
て
一
七
世
紀
以
降
に
観
察
さ
れ
る
「
官
職
売
買
」
に
関
す
る

本
格
的
な
研
究
は
、Faroqhi,S.,“Purchasing

G
uild-and

C
raft-

B
ased

O
ffices

in
the

O
ttom

an
C
entral

Lands,”
T
urcica,

39

（2007

）,pp.123

�146

に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、

政
府
と
同
職
組
合
の
関
係
を
解
明
す
る
上
で
不
可
欠
な
議
論
と
し

て
今
後
も
継
続
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
一
八
世
紀
イ
ス
タ

ン
ブ
ル
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
役
職
の
代
理
遂
行
が
一
般
化
し
て
い

た
こ
と
を
示
す
先
述
の
「
他
の
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
や
同
職
組
合
の
組

合
長
と
同
様
に
」
と
い
う
記
述
の
重
要
性
と
と
も
に
、
こ
の
代
理

遂
行
の
問
題
を
「
官
職
売
買
」
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
４４
）B

a

�bakanlık
O
sm

anlıA
r

�ivi,C
evdet,B

elediye,n.1204.

（
４５
）
こ
れ
に
関
連
す
る
事
例
と
し
て
、
パ
ザ
ル
バ
シ
ュ
は
管
轄
下
の

商
工
民
が
負
っ
た
税
を
立
て
替
え
て
支
払
う
こ
と
も
あ
っ
た

（Faroqhi,
S
.,

A
rtisans

of
E
m
pire

:C
rafts

and
C
raftspeople

U
nder

the
O
ttom

ans,London/N
ew

Y
ork,2009,p.146

）。

・

（
４６
）

R
efik

,
A
.,

O
nbirinci

A
sr-ı

H
icrî’de

Istanbul
H
ayatı

・

(1592

�1688),Istanbul,1988,pp.3,9.

・

（
４７
）

Sakao

�lu,
N
.,
“Ç

içekçilik,”
in

D
ünden

B
ugüne

Istanbul

・

A
nsiklopedisi,

vol.2,Istanbul,1994,p.510.

こ
の
他
に
も
、

ス
ル
タ
ン
の
祝
祭
に
多
数
の
花
売
り
が
招
集
さ
れ
、
ス
ル
タ
ン
の

御
前
で
花
卉
を
披
露
し
た
こ
と
は
、『
祝
祭
の
書
』
に
あ
る
細
密
画

か
ら
見
て
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（E

.g.A
tasoy,N

.,・

Surnam
e-i

H
üm

ayun
,
1582,

A
n

Im
perial

C
elebration

,
Is-

tanbul,1997,pp.40

�41

）。

（
４８
）
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
文
化
に
論
点
を
絞
っ
た
主
な
研
究
に

Salzm
ann,

A
.,
“T

he
A
ge

of
T
ulips

:C
onfluence

and
C
on-

flict
in

E
arly

M
odern

C
onsum

er
C
ulture

（1550

�1730

）,”
in

D
.
Q
uataert

（ed.

）,C
onsum

ption
Studies

and
the

H
istory

of
the

O
ttom

an
E
m
pire,

1550

�1922
:A

n
Introduction,

A
lbany,

2000,pp.83

�106
;

ヤ
マ
ン
ラ
ー
ル
水
野
美
奈
子
「
イ
ス
ラ
ー
ム

世
界
に
お
け
る
ラ
ー
レ
（
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
）
文
化
の
展
開
」『
慶
應

義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
五
号
（
一
九
九
三
年
）、
一

〇
一
―
一
二
〇
頁
が
あ
る
。

オ
ス
マ
ン
朝
下
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
食
料
・
物
資
供
給
に
関
す
る
一
考
察

一
九
一
（
一
九
一
）



（
４９
）

Faroqhi,“Supplying
Istanbul,”

p.17;Sakao

�lu,“Ç
içekçilik,”

p.508.

香
水
に
つ
い
て
は
本
稿
第
三
章
で
引
用
し
た
オ
リ
ヴ
ィ
エ

の
旅
行
記
を
も
参
照
せ
よ
。

・

（
５０
）

I
�S,n.43,pp.9b

�10a.
・

（
５１
）

I
�S,n.36,p.69a.・

・

（
５２
）

K
al’a,A

.
（ed.

）,Istanbul
A
hkâm

D
efterleri

Istanbul
E
snaf

・

T
arihi

1
,Istanbul,1997,pp.17

�18,1/109/480.

（
５３
）
こ
の
他
に
一
七
九
七
年
付
の
法
廷
記
録
に
は
、
イ
ェ
ニ
・
モ
ス

クY
eniC

am
i

の
階
段
の
下
に
あ
る
ギ
ョ
ベ
ク
タ
シ
ュG
öbekta

�ı

と
い
う
場
所
で
青
物
売
り
と
花
売
り（çiçekçi

）を
営
む
イ
ル
ヤ
ー

・

Ilya
veled-iPavli

と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
関
す
る
記
述
が
あ
る

・
（I

�S,n.69,p.16a

）。
な
お
、
一
五
九
五
年
付
の
勅
令
簿
の
記

録
に
は
、
当
初
五
軒
で
あ
っ
た
チ
チ
ェ
ッ
ク
チ
の
店
舗
が
二
〇
〇

軒
以
上
に
急
増
し
た
上
、
そ
の
店
舗
で
は
一
オ
ッ
カ
当
り
三
―
四

ア
ク
チ
ェ
で
仕
入
れ
た
果
物
を
二
五
―
三
〇
ア
ク
チ
ェ
で
販
売
す

る
不
正
行
為
が
見
ら
れ
た
た
め
、
そ
の
店
舗
数
は
再
び
五
軒
に
制

限
さ
れ
た
と
あ
り
、
類
似
し
た
兼
業
形
態
が
観
察
さ
れ
る（R

efik,

・

Istanbul
H
ayatı(1592

�1688),pp.18

�19

）。

（
５４
）
「
ア
リ
ー
ル（‘alîl

）」
は
「
病
人
」
や
「
身
体
障
害
者
」
を
意
味

す
る
が
、
こ
こ
で
は
厳
密
な
意
味
の
特
定
が
で
き
な
い
た
め
一
先

ず
「
病
弱
な
者
」
と
訳
出
し
た
。

（
５５
）
「
エ
ス
ナ
ー
フ（esnâf

）」
の
語
は
、「
職
業
」
や
「
商
工
民
」、

「
同
職
組
合
、
同
職
集
団
」
な
ど
を
表
す
多
義
語
で
あ
り
、
そ
の
意

味
・
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
は
未
だ
一
定
の
結
論
に
至
っ
て
い
な
い

（E
.g.Y

i,G
uild

D
ynam

ics,
pp.1

�3

）。
そ
こ
で
本
稿
で
は
前
後

の
文
脈
か
ら
一
先
ず
「
同
職
組
合
」
と
訳
出
し
た
。

・

（
５６
）

I

�S,n.43,pp.9b

�10a.

こ
の
史
料
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
お
よ
び

ロ
ー
マ
字
転
写
は
（
資
料
２
）
を
参
照
せ
よ
。
ま
た
、
こ
の
事
例

に
つ
い
て
はZarinebaf-Shahr,F.,“T

he
R
ole

of
W
om

en
in

the
U
rban

E
conom

y
of

Istanbul,1700

�1850,”
International

Labor
and

W
orking-C

lass
H
istory,

60

（2001

）,p.142

に
若
干

の
言
及
が
あ
る
。

・

（
５７
）

Sahillio

�lu,
H
.,
“E

m
in,”

in
T
ürkiye

D
iyanet

V
akfı

Islâm

・

A
nsiklopedisi,

vol.
11,

Istanbul,
1995,

pp.
111

�112
;
Faro-

qhi,A
rtisans

ofE
m
pire,

pp.70

�71.

・

（
５８
）

I

�S,n.45,pp.29a

�29b.

・

（
５９
）

I

�S,n.24,p.17b.

（
６０
）

M
ehm

ed
Süreyya,

“M
ehm

ed
E
fendi,”

in
id
.,

Sicill-i
‘O
sm

ânî,vol.4,W
estm

ead,1971,
p.

229
;
A
ktepe,

M
.
M
.,

・

・

“M
ehm

ed
E
fendi,”

in
Islâm

A
nsiklopedisi,

vol.
7,

Istanbul,
1972,p.579.

（
６１
）
拙
稿
「
一
八
世
紀
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
同
職
組
合
」
二
二
五
頁
。

た
だ
し
一
八
世
紀
の
史
料
に
お
い
て
、
ム
フ
テ
キ
ル

（m
uhtekir

）
や
マ
ド
ラ
バ
ズ
（m

adrabaz
/
m
ardabaz

）
の
よ

う
に
、「
不
正
な
売
買
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
者
」
を
総
称
的
に
コ

ル
ト
ゥ
ク
チ
ュ
と
表
現
す
る
記
述
も
散
見
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
を

・

喚
起
し
て
お
き
た
い
（E

.g.I

�S,n.24,pp.13a

�13b

）。

（
６２
）
組
合
役
員
の
選
出
・
任
命
に
関
す
る
一
般
的
説
明
は
、Yi,G

uild
D
ynam

ics,
pp.70

�81

を
見
よ
。

史

学

第
七
九
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一
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資料１ 皮革供給に関する法廷記録（I �S, n. 36, p. 96a）

オ
ス
マ
ン
朝
下
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
食
料
・
物
資
供
給
に
関
す
る
一
考
察

一
九
三
（
一
九
三
）



ローマ字転写

Ma‘rûz-ı dâ‘î

Sa�rıcı esnâfından ‘ arzıhâl eden kethüdâları Abdülkerim ve yi�itba	ıları Mustafa ve

ihtiyârlarından mazbûtü’l-esâmî on nefer sa�rıcı ustaları meclis-i 	er‘ -i hatîrde Üsküdar

sırık hammâllarından Ali bin Mehmed ve di�er Ali bin Mehmed nâm kimesneler

muvâcehelerinde i	bu yedimizde olan emr-i ‘ âlî	ân ve hüccet ve i ‘ lâm mantûklarınca

Âsitâne-i sa‘âdet’e gelen at ve katır ve merkeb derileri bize mahsûs olup Yedikule ve

Eyüp ve Üsküdar ve Kasımpa	a’da olan debbâ�lar ve sâ’irleri almayıp müdâhaleden men‘

olunup ve getiren tüccârından ancak sa�rıcı esnâfı i	tirâ ve iktizâ eden tathîr ve
・

perdâhtını sa�rıcı esnâfı edip Islambol ve Galata ve Eyüp ve Üsküdar ve tevâbi‘lerinde

helâk olan ha［y］vânât-ı mezkûre derilerini dahi sa�rıcı esnâfı i	tirâ ve ıslâh ve tathîr

［ve］isti‘mâl eden esnâfa de�er bahâsıyla bey‘ edip ve hammâl tâ’ifesi ber-minvâl-i mu-
・

harrer Islambol ve tevâbi‘inde helâk olan hayvânât-ı mezkûre derilerini on dörder para

deri bahâ［sı］ve iki	er para hammâliyye ile bizlere bey‘ ve ba‘de’l-ıslâh bizlerden dahi

isti‘mâl eden esnâf i	tirâ edegelip nizâm-ı kadîmimiz bu vechle olup ile’l-ân düstûrü’l-

‘amel ve hilâfıyla hareket olunagelmi	de�il iken mezbûrân Ali ve di�er Ali ile refîkleri

gâ’ibân ‘ ani’l-meclis Ömer ve Osman nâm kimesneler bize mahsûs olan hayvânât-ı

mezkûreden helâk olanları Üsküdar’da soyup ve derilerini ahz ve hafiyyeten âhara bey‘le

nizâmımızın ihtilâline bâ‘is ve umûr-ı mühimmenin ta‘tîline bâdî olmu	lardır deyu te	ekkî

etdiklerinde anlar dahi husûs-ı mezkûr vech-i muharrer üzere oldu�unu ikrâr ve fîmâ

ba‘d ol makûle derileri ahz ve âhara bey‘le hilâf-ı nizâm-ı kadîm hareket etmeyip fî’at-ı

kadîmesiyle sa�rıcı esnâfı mezbûrûna bey‘e ta‘ahhüd ve herbiri tekeffül eylediklerinden

sonra mezbûrların nefslerine ve hîn-i mutâlebede huzûr-ı hükkâma ihzârlarına Üsküdar
・

sırık hammâlları kethüdâsı Hüseyin bin Mehmed kefîl olup ana dahi Istanbul
・ ・

hammâlları ba	kethüdâ vekîli Bayezid-o�lu Mehmed ile Istanbul A�ası Iskelesi kethüdâsı

Mehmed ve Ahurkapı kethüdâsı Ebubekir ve Çatladıkapı kethüdâsı Süleyman ve Cibali

Kapısı kethüdâsı es-Seyyid Hasan ve Ayazma Kapısı kethüdâsı es-Seyyid Yusuf ve Defter-
・

dar Iskelesi kethüdâsı Hasan ve Edirne Kapısı kethüdâsı es-Seyyid Hüseyin nâm kimes-

nelerden herbiri tekeffül etmeleriyle kefâletleri ba‘de’t-tescîl sa�rıcı esnâfı mezbûrûn dahi

kefâletlerini kabûl ve vech-i me	rûh üzere yedlerine tu�râ-i garrâyı hâvî emr-i ‘âlî	ân

ihsân buyurulmasını istid‘â-ı ‘inâyet eyledikleri iltimâslarıyla huzûr-ı ‘âlîlerine i‘lâm olundu

el-emru li-veliyyi’l-emr fi’l-yevmi’s-sâdis min Cumâdelûlâ li-seneti semân ve semânîn ve

mi’e ve elf.
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資料２ 花卉供給に関する法廷記録（I �S, n. 43, pp. 9b-10a）
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ローマ字転写
Ma‘rûz
Âsitâne-i ‘aliyye ve medîne-i Üsküdar ve Bo�aziçi ve mahall-i sâ’irede olup 	ükûfe gars ve
bey‘iyle me’lûf olan kimesnelerden Üsküdar’da sâkin kethüdâ vekîli Mehmed Çelebi ve
Feyzullah Çelebi ve Hüseyin Be	e ve Dervi	Ahmed ve el-Hac Mehmed ve Ali Çelebi ve
Ahmed Be	e ve di�er Ahmed Be	e ve es-Seyyid Mehmed ve el-Hac Veliyyüddin ve

・
Hasan Usta ve sâ’irleri meclis-i	er‘-i münîrde ba�çevânlar kethüdâsı es-Seyyid Ismail A�a
hâzır oldu�u hâlde koltukcu ta‘bîr olunur esvâk ve mahallât aralarında sepet ile 	ükûfe
bey‘ eden tâ‘ ifeden Halil ve Mehmed Emin ve Osman ve Mehmed ve Süleyman ve

・
Mehmed Odaba	ı ve el-Hac Ibrahim ve sâ’irleri muvâcehesinde bizler ve içimizden olan
ihtiyâr ve ‘alîl kimesneler ve hâtûnlar kadîmü’l-eyyâmdan beri Üsküdar ve Bo�aziçi ve
mahall-i sâ’irede 	ükûfe garsıyla me’lûf olup hâsıl eyledi�imiz 	ükûfeleri kayıkcılar tâ’ifes-

・ ・
ine verip Istanbul’da emînimiz olan el-Hac Feyzullah ve es-Seyyid Mehmed ve Sarı Ismail
ve Ali Usta ve sâ’ir kimesnelere irsâl anlardan dahi Âsitâne-i ‘aliyye[’de] olan Çiçekciba	ı-
lar kendilere kifâyet mikdârını i	tirâ mâ‘adâsını mezbûrlar alıp esvâk ve mahallât ara-
larında bey ‘ ve fürûht etmek mu ‘ tâd iken koltukcu tâ’ifesi mezbûrûndan i	bu Halil

・
	ükûfeci kethüdâlı�ı ve el-Hac Ibrahim yi�itba	ılı�ı iddi‘âsıyla mezbûrları i�fâl ve tahrîk
ve önlerine dü	üp kethüdâ ve yi�itaba	ı nasb ve ta ‘ yîn etdirilip ve gelen 	ükûfeyi
ümenâmız ahz etmeyip kendileri alıp istedikleri gibi bey ‘ etmek dâ‘ îyesinde olup bu
takdîrce 	ukûfe garsıyla me’lûf olan tâ’ifenin her biri vakt vakt hâsıl eyledikleri ednâ

・
mikdâr 	ükûfelerini bey‘ etmek için sayf ve 	itâda Istanbul’a gelme�e muhtâc bu sûret
ise umûr-ı müte‘assireden olma�la kesbimizin muzâyakasına bâ‘is ve girftâr-ı me	âkk-ı
‘azîm olmamıza bâdî ve vakt ve zamânıyla Âsitâne-i ‘aliyye’de 	ükûfe bulunmamasına se-
beb bir hâlet gayr-i merziyye olup ve koltukcu tâ’ifesi mezbûrûn i	bu yedimizde olan iki
kıt‘a emr-i ‘âlî	ânda zikr ve beyân ve tasrîh ve ‘ayân kılındı�ı üzere koltukcu tâ’ifesi elli
be	senesinde kendi üzerlerine bir kimesneyi kethudâ nasb ve ta‘yîn ve ‘askerîden berât
etdirip ihtilâl-ı nizâm-ı kadîme bâdî olduklarında 	ükûfeciyân ba	ka esnâf ‘add olunmayıp
ve	ükûfeciyânın iktizâ edip umûrları ez-kadîm ba�çevânlar kethüdâsı tarafından rü’yet ol-
undu�undan berât-ı mezkûrun kaydı mahallinden terkîn ve kadîmîsi üzere

・
müstakillen Istanbul ba�çevân kethüdâsına zabt etdirildi�i sarâhaten tahrîr olunmu	dur
deyip min külli’l-vücûh? takrîrlerine mutâbık iki kıt‘a emr-i ‘âlî	ân ibrâz eylediklerinde
koltukcu tâ’ifesinden mezbûrânın hilâf-ı emr-i ‘âlî ve mugâyir-i 	urût-ı nizâm îrâd eyledik-
leri kelimât-ı vâhiyelerinden tâ’ife-i merkûmeyi mezbûrânın tahrîk eyledikleri münfehim
olma�la kelâmlarına i‘tibâr olunmayup iktizâ iden umûr ve husûsları kadîmîsi ve emreyn-

・
i 	erîfeyn mantûkları üzere Istanbul ba�çevânları kethüdâsı olanlar rü’yet ve fîmâ ba‘d
koltukcu tâ’ifesi hilâf-ı emr-i ‘âlî ve mugâyir-i 	urût hareket etmeyip ‘ırzlarıyla mukayyed
ve kesbleriyle me	gûl olmak üzere cümlesine tenbîh olundukda mezbûrân Halil ve el-

・
Hac Ibrahim dahi kethudâ ve yi�itba	ılık sevdâsından fârig ve keff-i yed ve ba‘de’l-yevm
tâ’ife-i mezbûrenin önlerine dü	üp hilâf-ı emr-i ‘âlî ve mugâyir-i 	urût harekete cesâret

・
ederse diyâr-ı âhara nefy ve iclâ olunma�a râzîler oldukları Istanbul mahkemesinden
huzûr-ı ‘âlîlerine i‘lâm olundu fî 17 min Zâ sene 1192.
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